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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】Ｄ２Ｄ（Ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　Ｄｅｖｉｃｅ）
通信において正確かつ完全な情報伝送を実現することが
できる装置及び方法を提供する。
【解決手段】配置情報生成ユニット１０２は、基地局、
Ｄ２Ｄクラスタヘッド、またはユーザ機器を構成する装
置１００に含まれる。配置情報生成ユニット１０２は、
Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回数
に関連する情報を示す再送回数関連情報を含むＤ２Ｄ通
信を行うためのユーザー機器情報を生成する。伝送ユニ
ット１０４は、生成した情報を、Ｄ２Ｄ通信を行うユー
ザー機器に伝送する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおける装置であって、
　Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回数に関す
る情報を示す再送回数関連情報を含む、Ｄ２Ｄ通信を行うためのユーザー機器の配置情報
を生成し、
　生成された配置情報を、前記Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器に伝送し、
　前記Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器の信号伝送の伝送リソースを割り当て、
　Ｄ２Ｄ通信を行う伝送側ユーザー機器に前記伝送リソースの指示情報を送信するように
配置される回路を備え、
　前記伝送リソースは、前記Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器の信号の初回伝送に用いられ
る初送リソースを含み、
　リソーススケジューラが割り当てる前記伝送リソースは、前記Ｄ２Ｄ通信を行うユーザ
ー機器の信号再送に用いられる再送リソースをさらに含み、各前記再送リソースと前回の
伝送リソースとの間の周波数スパンが所定の条件を満足し、
　前記周波数スパンが所定の閾値よりも大きく且つ最も小さいセル帯域よりも小さい、装
置。
【請求項２】
　前記回路は、さらに、前記配置情報をシステム情報ブロックに含ませ、且つ前記システ
ム情報ブロックを、前記Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器に送信するように配置される請求
項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記回路は、さらに、前記伝送リソースの指示情報を含むダウンリンク制御情報又はラ
ンダムアクセス応答情報を生成し、
　相応するチャネルを介して前記ダウンリンク制御情報又はランダムアクセス応答情報を
、前記Ｄ２Ｄ通信を行う伝送側ユーザー機器に送信してＤ２Ｄ通信に用いられる前記伝送
リソースを指示し、
　前記初送リソースの指示情報を前記ダウンリンク制御情報又はランダムアクセス応答情
報に含ませるように配置される請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記回路は、さらに、Ｄ２Ｄ通信における信号伝送のためのリソースプールの配置情報
を前記システム情報ブロックに含ませるように配置される請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記回路は、さらに、Ｄ２Ｄ通信における信号再送に周波数ホッピング技術を応用する
か否かを指示する再送周波数ホッピング指示識別子を、前記配置情報に含ませるように配
置され、
　周波数ホッピング技術を応用する場合に、信号再送に用いられる各再送リソースは、前
回の伝送リソースに対して、少なくとも周波数が異なる請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記回路は、さらに、前記Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器に前記伝送リソースを割り当
てるためにＤ２Ｄ通信における信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを確定
し、
　前記周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示する再送周波数ホッピング指示識別
子を含む前記伝送リソースの指示情報を、前記Ｄ２Ｄ通信を行う伝送側ユーザー機器に送
信するように配置され、
　前記周波数ホッピング技術を応用する場合に、信号再送に用いられる各再送リソースは
、前回の伝送リソースに対して、少なくとも周波数が異なる請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　各ユーザー機器に用いられる前記リソースプールの配置情報が同じである請求項４に記
載の装置。
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【請求項８】
　前記Ｄ２Ｄ通信の信号伝送には、Ｄ２Ｄのデータ伝送、スケジューリング割り当て情報
伝送、及び発見信号伝送の少なくとも一つを含む請求項２に記載の装置。
【請求項９】
　前記装置がＤ２Ｄ通信に参加するユーザー機器であり、
　前記回路は、さらに、前記配置情報をスケジューリング割り当て情報に含ませて前記装
置とＤ２Ｄ通信を行う相手ユーザー機器に前記再送回数関連情報を通知するように配置さ
れる請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記再送回数関連情報の配置は、ユーザー機器ごとに異なる請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　無線通信システムにおけるユーザー機器側の装置であって、
　前記装置は、
　Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関
連情報を含む配置情報を受信し、
　前記受信された再送回数関連情報に応じて、相手ユーザー機器へ信号を繰り返して伝送
することを制御し、
　前記相手ユーザー機器とＤ２Ｄ通信を行うために割り当てられた伝送リソースの指示情
報であって、信号の初回伝送に用いられる初送リソースを指示する初送リソース指示を含
む伝送リソースの指示情報を受信し、
　前記伝送リソースの指示情報に基づいて、相応伝送リソースを利用して前記相手ユーザ
ー機器へ信号を伝送することを制御するように配置される、回路を備え、
　前記伝送リソースの指示情報は、さらに、前記ユーザー機器の信号再送に用いられる再
送リソースを指示し、各再送リソースと前回の伝送リソースとの間の周波数スパンが所定
の条件を満足し、
　前記周波数スパンが所定の閾値よりも大きく且つ最も小さいセル帯域よりも小さい、装
置。
【請求項１２】
　前記伝送リソースの指示情報には、信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否か
を指示する再送周波数ホッピング指示識別子をさらに含み、
　前記回路が、前記再送周波数ホッピング指示識別子及び前記初送リソース指示に基づい
て信号再送のための再送リソースを確定し、前記相手ユーザー機器のためのスケジューリ
ング割り当て情報を生成して送信し、
　前記スケジューリング割り当て情報は、前記相手ユーザー機器が前記初送リソースと前
記再送リソースとを確定することに用いられるように、少なくとも、初送リソース指示及
び前記再送周波数ホッピング指示識別子を含み、
　前記再送周波数ホッピング指示識別子が再送に前記周波数ホッピング技術を応用するよ
うに指示する場合に、各前記再送リソースは、前回伝送リソースに対して、少なくとも周
波数が異なる請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記回路が前記相手ユーザー機器への信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否
かを確定し、前記初送リソース指示に基づいて信号再送に用いられる再送リソースを確定
し、前記相手ユーザー機器のためのスケジューリング割り当て情報を生成して送信し、
　信号再送に周波数ホッピング技術を応用すると確定された場合に、各前記再送リソース
は、前回伝送リソースに対して少なくとも周波数が異なる請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記回路が再送周波数ホッピング指示識別子をさらに生成して前記相手ユーザー機器へ
の信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示し、
　前記スケジューリング割り当て情報は、前記相手ユーザー機器が前記初送リソースと前
記再送リソースとを確定するために用いられるように、少なくとも、前記初送リソース指
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示及び前記再送周波数ホッピング指示識別子を含む請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記伝送リソースの指示情報には、信号再送に用いられる再送リソースを指示する再送
リソース指示をさらに含む請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記配置情報にはＤ２Ｄ通信におけるデータ信号伝送のためのデータ信号リソースプー
ルの配置情報をさらに含み、
　前記回路は、前記データ信号リソースプールから前記相手ユーザー機器とデータ信号伝
送を行うためのデータ信号伝送リソースを選択するとともに、前記データ信号伝送リソー
スに関する情報を含むスケジューリング割り当て情報を生成して前記相手ユーザー機器に
送信し、
　前記データ信号伝送リソースに関する情報は、データ信号の初回伝送に用いられる初送
リソースを指示する初送リソース指示を含む請求項１１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記配置情報には、信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示する再送
周波数ホッピング指示識別子をさらに含み、
　前記回路は、前記再送周波数ホッピング指示識別子と前記初送リソース指示に基づいて
信号再送に用いられる再送リソースを確定し、前記相手ユーザー機器に用いられるスケジ
ューリング割り当て情報を生成して送信し、
　前記スケジューリング割り当て情報は、前記相手ユーザー機器が前記初送リソースと前
記再送リソースとを確定するために用いられるように、少なくとも、前記初送リソース指
示を含み、
　前記再送周波数ホッピング指示識別子が周波数ホッピング技術を応用するように指示す
る場合に、各前記再送リソースは、前回伝送リソースに対して、少なくとも周波数が異な
る請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記回路は前記相手ユーザー機器への信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否
かを確定し、前記初送リソース指示に基づいて信号再送に用いられる再送リソースを確定
し、前記相手ユーザー機器に用いられるスケジューリング割り当て情報を生成して送信し
、
　前記信号再送に前記周波数ホッピング技術を応用すると確定された場合に、各前記再送
リソースは、前回伝送リソースに対して少なくとも周波数が異なる請求項１６に記載の装
置。
【請求項１９】
　前記回路は、再送に周波数ホッピング技術を応用するか否か、前記初送リソース指示、
及び所定のジャンプ関数に基づいて前記再送リソースを確定する請求項１２に記載の装置
。
【請求項２０】
　前記所定のジャンプ関数は、各前記再送リソースと前回伝送リソースとの間に跨る帯域
幅を決定する周波数ホッピングパラメータを含み、
　前記周波数ホッピングパラメータが前記装置により決定され、
　前記スケジューリング割り当て情報は、前記相手ユーザー機器に前記再送リソースを確
定させるように、前記周波数ホッピングパラメータを含む請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記回路が再送周波数ホッピング指示識別子をさらに生成して相手ユーザー機器への信
号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示し、
　前記スケジューリング割り当て情報は、前記相手ユーザー機器が前記初送リソースと前
記再送リソースとを確定するために用いられるように、少なくとも、前記初送リソース指
示及び前記再送周波数ホッピング指示識別子を含む請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
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　無線通信システムにおけるユーザー機器側の装置であって、
　前記装置は、
　Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関
連情報を含む配置情報を受信し、
　受信された再送回数関連情報に応じて、相手ユーザー機器から伝送される全ての信号を
受信することを制御し、
　前記相手ユーザー機器とＤ２Ｄ通信を行うために割り当てられた伝送リソースの指示情
報であって、信号の初回伝送に用いられる初送リソースを指示する初送リソース指示を含
む伝送リソースの指示情報を受信し、
　前記伝送リソースの指示情報に基づいて、相応伝送リソースを利用して前記相手ユーザ
ー機器から伝送される全ての信号のうち１つの信号を受信することを制御するように配置
される回路を備え、
　前記伝送リソースの指示情報は、さらに、前記相手ユーザー機器の信号再送に用いられ
る再送リソースを指示し、各再送リソースと前回の伝送リソースとの間の周波数スパンが
所定の条件を満足し、
　前記周波数スパンが所定の閾値よりも大きく且つ最も小さいセル帯域よりも小さい、装
置。
【請求項２３】
　無線通信システムにおける方法であって、
　Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関
連情報を含む、Ｄ２Ｄ通信を行うためのユーザー機器の配置情報を生成するステップと、
　生成された配置情報を、前記Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器に伝送するステップと
　前記Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器の信号伝送の伝送リソースを割り当てるステップと
、
　Ｄ２Ｄ通信を行う伝送側ユーザー機器に前記伝送リソースの指示情報を送信するステッ
プと
を含み
　前記伝送リソースは、前記Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器の信号の初回伝送に用いられ
る初送リソースを含み、
　リソーススケジューラが割り当てる前記伝送リソースは、前記Ｄ２Ｄ通信を行うユーザ
ー機器の信号再送に用いられる再送リソースをさらに含み、各再送リソースと前回の伝送
リソースとの間の周波数スパンが所定の条件を満足し、
　前記周波数スパンが所定の閾値よりも大きく且つ最も小さいセル帯域よりも小さい、方
法。
【請求項２４】
　無線通信システムにおける方法であって、
　Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関
連情報を含む配置情報を受信するステップと、
　前記受信された再送回数関連情報に応じて、相手ユーザー機器へ信号を繰り返して伝送
すること、又は相手ユーザー機器から送信された全ての信号を受信することを制御するス
テップと、
　前記相手ユーザー機器とＤ２Ｄ通信を行うために割り当てられた伝送リソースの指示情
報であって、信号の初回伝送に用いられる初送リソースを指示する初送リソース指示を含
む伝送リソースの指示情報を受信するステップと、
　前記伝送リソースの指示情報に基づいて、相応伝送リソースを利用して前記相手ユーザ
ー機器へ信号を伝送することを制御するステップと、を備え、
　前記伝送リソースの指示情報は、さらに、前記ユーザー機器の信号再送に用いられる再
送リソースを指示し、各再送リソースと前回の伝送リソースとの間の周波数スパンが所定
の条件を満足し、
　前記周波数スパンが所定の閾値よりも大きく且つ最も小さいセル帯域よりも小さい、方
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法。
【請求項２５】
　前記周波数スパンが最大化する又はサブ帯域の数の整数倍である、請求項１に記載の装
置。
【請求項２６】
　前記周波数スパンが最大化する又はサブ帯域の数の整数倍である、請求項１１に記載の
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、無線通信技術分野に関し、より具体的に、無線通信システムにおけるＤ２Ｄ
（Ｄ２Ｄ：Device　to　Device）通信で周波数ホッピング（frequency　hopping）を実現
する装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザーデータの爆発的な増加によってデータ伝送速度及び伝送効率に対する要求が向
上され、ユーザー－基地局間通信負荷の増加につれて、地理位置上近接しているデバイス
同士が基地局中継を経由せず直接通信を行うことは、基地局の負荷を低減させるだけでな
く、通信距離が短いため信号が良いというメリットがある。デバイス間の送信電力を低く
することができ、他のデバイスの通信に対する干渉を低減することにも有利である。Ｄ２
Ｄ通信技術はこのような背景で発展されていく。
【０００３】
　しかしながら、Ｄ２Ｄ通信は伝統のユーザー－基地局の通信モードを変更し、基地局の
一部機能をユーザー機器に移植したので、物理レイヤやＭＡＣレイヤでも、上位レイヤプ
ロトコルでも、設計が一つの挑戦に臨む。３ＧＰＰ組織により制定されたＬＴＥ－Ａ規格
においてＤ２Ｄ通信プロトコルに対して既に広く検討され、現在、主流の方案はＤ２Ｄ通
信に係るユーザー機器間で相手から送信された情報に対してフィードバックしなく、即ち
、伝統のユーザー－基地局通信におけるＨＡＲＱフィードバックメカニズムを採用しない
。このような前提で、如何に、Ｄ２Ｄ通信に参加する各々のユーザー機器が依然として正
確かつ完全なＤ２Ｄ情報を効果的に送受信することを確保するかは、ポイント問題になる
。本発明は、Ｄ２Ｄ技術の導入による前記挑戦に対して、Ｄ２Ｄ通信に適する伝送方案を
設計することにより、Ｄ２Ｄ情報の伝送性能を確保することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　以下では、本開示に関する簡単な概説を説明して、本開示のある局面に関する基本的理
解を提供する。この概説が本開示に関する網羅概説ではないと理解すべきである。それは
、本開示の肝心又は重要部分を意図的に特定するものではなく、本開示の範囲を意図的に
限定することでもない。その目的は、簡素化の形式で、本開示に関するある概念を提供し
て、後論述するより詳しい技術の前述とするものである。
【０００５】
　以上の問題に鑑み、本開示は、Ｄ２Ｄ通信において正確かつ完全な情報伝送を実現する
ことができる、無線通信システムにおける装置及び方法を提供することを目的とする。ま
た、本開示は、基地局側及びユーザー機器側の、Ｄ２Ｄ通信のリソーススケジューリング
方案を提供してＤ２Ｄ情報の高効率伝送をサポートする。さらに、本開示は、またＤ２Ｄ
通信過程で再送周波数ホッピング技術を採用することを提案し、周波数ホッピング設計案
を提供して通信効率と情報伝送性能とを向上させる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一局面によれば、無線通信システムにおける装置を提供し、当該装置は、Ｄ２
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Ｄ通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関連情報
を含む、Ｄ２Ｄ通信を行うためのユーザー機器の配置情報を生成し、生成された配置情報
を、Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器に伝送し、Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器の信号伝送
の伝送リソースを割り当て、Ｄ２Ｄ通信を行う伝送側ユーザー機器に伝送リソースの指示
情報を送信するように配置される回路を備え、伝送リソースは、Ｄ２Ｄ通信を行うユーザ
ー機器の信号の初回伝送に用いられる初送リソースを含み、リソーススケジューラが割り
当てる伝送リソースは、Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器の信号再送に用いられる再送リソ
ースをさらに含み、各再送リソースと前回の伝送リソースとの間の周波数スパンが所定の
条件を満足し、周波数スパンが所定の閾値よりも大きく且つ最も小さいセル帯域よりも小
さい。
【０００７】
　本開示のその他の一局面によれば、無線通信システムにおける装置をさらに提供し、当
該装置は、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間の信号伝送の回数に
関する情報を示す再送回数関連情報を含む、配置情報を受信するように配置される信号送
受信ユニットと、受信された再送回数関連情報に応じて、前記信号送受信ユニットを制御
して相手ユーザー機器へ信号を繰り返して伝送するように配置される制御ユニットとを含
む。
【０００８】
　本開示のその他の一局面によれば、無線通信システムにおける装置をさらに提供し、当
該装置は、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回
数に関する情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を受信するように配置される信号
送受信ユニットと、受信された再送回数関連情報に応じて前記信号送受信ユニットを制御
して相手ユーザー機器から伝送する全ての信号を受信するように配置される制御ユニット
とを含む。
【０００９】
　本開示のその他の一局面によれば、無線通信システムにおける方法をさらに提供し、当
該方法は、無線通信システムにおける方法であって、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信
を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関連情報を含む
、Ｄ２Ｄ通信を行うためのユーザー機器の配置情報を生成するための配置情報生成ステッ
プと、生成された配置情報を、Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器に伝送するための伝送ステ
ップとを含む。
【００１０】
　本開示のその他の一局面によれば、無線通信システムにおける方法をさらに提供し、当
該方法は、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間信号伝送の再送回数
に関する情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を受信するための信号送受信ステッ
プと、受信された再送回数関連情報に応じて、前記信号送受信ステップで相手ユーザー機
器へ信号を繰り返して伝送するように制御するための制御ステップとを含む。
【００１１】
　本開示のその他の一局面によれば、無線通信システムにおける方法をさらに提供し、当
該方法は、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回
数に関する情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を受信するための信号送受信ステ
ップと、受信された再送回数関連情報に応じて前記信号送受信ステップで相手ユーザー機
器から伝送する全ての信号を受信するように制御する制御ステップとを含む。
【００１２】
　本開示のその他の一局面によれば、記憶媒体をさらに提供し、当該記憶媒体は機器が読
み取り可能なプログラムコードを含み、情報処理デバイスでプログラムコードを実行する
場合、当該プログラムコードは、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器
間の信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関連情報を含むＤ２Ｄ通信を行うた
めのユーザー機器の配置情報を生成するための配置情報生成ステップと、生成された配置
情報をＤ２Ｄ通信を行うユーザー機器に伝送するための伝送ステップとを含む方法を情報
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処理デバイスに実行させる。
【００１３】
　本開示のその他の一局面によれば、記憶媒体をさらに提供し、当該記憶媒体は機器が読
み取り可能なプログラムコードを含み、情報処理デバイスでプログラムコードを実行する
場合、当該プログラムコードは、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器
間信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を受信するた
めの信号送受信ステップと、受信された再送回数関連情報に応じて、前記信号送受信ステ
ップで相手ユーザー機器へ信号を繰り返して伝送するように制御するための制御ステップ
とを含む方法を情報処理デバイスに実行させる。
【００１４】
　本開示のその他の一局面によれば、記憶媒体をさらに提供し、当該記憶媒体は機器が読
み取り可能なプログラムコードを含み、情報処理デバイスでプログラムコードを実行する
場合、当該プログラムコードは、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器
間の信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を受信する
ための信号送受信ステップと、受信された再送回数関連情報に応じて前記信号送受信ステ
ップで相手ユーザー機器から伝送される全ての信号を受信するように制御する制御ステッ
プとを含む方法を情報処理デバイスに実行させる。
【００１５】
　本開示のその他の一局面によれば、プログラム製品をさらに提供し、当該プログラム製
品は機器が実行可能な命令を含み、情報処理デバイスで命令を実行する場合、当該命令は
、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回数に関す
る情報を示す再送回数関連情報を含むＤ２Ｄ通信を行うためのユーザー機器の配置情報を
生成するための配置情報生成ステップと、生成された配置情報をＤ２Ｄ通信を行うユーザ
ー機器に伝送するための伝送ステップとを含む方法を情報処理デバイスに実行させる。
【００１６】
　本開示のその他の一局面によれば、プログラム製品をさらに提供し、当該プログラム製
品は機器が実行可能な命令を含み、情報処理デバイスで命令を実行する場合、当該命令は
、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間信号伝送の再送回数に関する
情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を受信するための信号送受信ステップと、受
信された再送回数関連情報に応じて、前記信号送受信ステップで相手ユーザー機器へ信号
を繰り返して伝送するように制御するための制御ステップとを含む無線通信システムにお
ける方法を情報処理デバイスに実行させる。
【００１７】
　本開示のその他の一局面によれば、プログラム製品をさらに提供し、当該プログラム製
品は機器が実行可能な命令を含み、情報処理デバイスで命令を実行する場合、当該命令は
、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回数に関す
る情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を受信するための信号送受信ステップと、
受信された再送回数関連情報に応じて前記信号送受信ステップで相手ユーザー機器から伝
送する全ての信号を受信するように制御する制御ステップとを含む方法を情報処理デバイ
スに実行させる。
【００１８】
　本開示のその他の一局面によれば、電子デバイスをさらに提供し、当該電子デバイスが
無線通信システムに位置し、且つ、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機
器間の信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関連情報を含むＤ２Ｄ（Device　
to　Device）通信を行うためのユーザー機器の配置情報を生成するための配置情報生成ス
テップと、生成された配置情報をＤ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器
に伝送するための伝送ステップとを含む方法を実行するように配置される回路を含む。
【００１９】
　本開示のその他の一局面によれば、電子デバイスをさらに提供し、当該電子デバイスが
無線通信システムに位置し、且つ、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機
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器間信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を受信する
ための信号送受信ステップと、受信された再送回数関連情報に応じて、前記信号送受信ス
テップで相手ユーザー機器へ信号を繰り返して伝送するように制御するための制御ステッ
プとを含む方法を実行するように配置される回路を含む。
【００２０】
　本開示のその他の一局面によれば、電子デバイスをさらに提供し、当該電子デバイスが
無線通信システムに位置し、且つ、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機
器間の信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を受信す
るための信号送受信ステップと、受信された再送回数関連情報に応じて前記信号送受信ス
テップで相手ユーザー機器から伝送する全ての信号を受信するように制御する制御ステッ
プとを含む方法を実行するように配置される回路を含む。
【００２１】
　以下の明細書において本開示の実施例の他の方面を提供しているが、本開示の実施例を
十分に開示するための好適な実施例を詳細に説明し、限定を意図するものでなはい。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　本開示は以下で図面に基づいて提供する詳細な記述を参考することでより良い理解を得
ることができ、その中、全ての図面において、同一又は類似する符号を使用して同一又は
類似する部品を示す。前記図面は以下の詳細説明とともに本明細書に含まれ明細書の一部
を形成し、さらに例を上げて本開示の好適な実施例を説明し、及び本開示の原理と長所を
解釈するためのものである。：
【図１】本開示の実施例による、無線通信システムにおける装置の機能構成の一例を示す
ブロック図である。
【図２】本開示の第１の実施例による、ｍｏｄｅ１通信モードでのデータ信号伝送リソー
スを示す分布模式図である。
【図３】本開示の第１の実施例による、ｍｏｄｅ１通信モードでのデータ信号伝送リソー
スを示す他の一分布模式図である。
【図４】本開示の第１の実施例による、ｍｏｄｅ１通信モードでの基地局側／クラスタヘ
ッド側の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図５】本開示の第１の実施例による、ｍｏｄｅ１通信モードでの伝送側ユーザー機器側
の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図６】本開示の第１の実施例による、ｍｏｄｅ１通信モードでの伝送側ユーザー機器側
の装置の他の一機能構成の一例を示すブロック図である。
【図７】本開示の第１の実施例による、ｍｏｄｅ１通信モードでの伝送側ユーザー機器側
の装置の他の一機能構成の一例を示すブロック図である。
【図８】本開示の第１の実施例による、ｍｏｄｅ１通信モードでの受信側ユーザー機器側
の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図９】本開示の第１の実施例による、ｍｏｄｅ２通信モードでの基地局側／クラスタヘ
ッド側の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図１０】本開示の第１の実施例による、ｍｏｄｅ２通信モードでの伝送側ユーザー機器
側の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図１１】本開示の第１の実施例による、ｍｏｄｅ２通信モードでの伝送側ユーザー機器
側の装置の他の一機能構成の一例を示すブロック図である。
【図１２】本開示の第１の実施例による、ｍｏｄｅ２通信モードでの伝送側ユーザー機器
側の装置の他の一機能構成の一例を示すブロック図である。
【図１３】本開示の第１の実施例による、ｍｏｄｅ２通信モードでの受信側ユーザー機器
側の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図１４】本開示の第３の実施例による、Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの発見信号のため
の時間周波数の分布を示す模式図である。
【図１５】本開示の第３の実施例による、Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの基地局側／クラ
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スタヘッド側の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図１６】本開示の第３の実施例による、Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの伝送側ユーザー
機器側の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図１７】本開示の第３の実施例による、Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの受信側ユーザー
機器側の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図１８】本開示の第３の実施例による、Ｔｙｐｅ２Ｂ発見メカニズムでの基地局側／ク
ラスタヘッド側の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図１９】本開示の実施例による、無線通信システムにおける方法の例示過程を示すフロ
ーチャートである。
【図２０】本開示の他の一実施例による、無線通信システムにおける方法の例示過程を示
すフローチャートである。
【図２１】本開示の他の一実施例による、無線通信システムにおける方法の例示過程を示
すフローチャートである。
【図２２】本開示の実施例で採用可能な情報処理デバイスとしてのパーソナルコンピュー
ターの一例構成のブロック図である。
【図２３】本開示内容の技術を応用できる進化型ノードＢ（ｅＮＢ）の模式的な配置の第
１の例を示すブロック図である。
【図２４】本開示内容の技術を応用できるｅＮＢの模式的な配置の第２の例を示すブロッ
ク図である。
【図２５】本開示内容の技術を応用できるスマートフォンの模式的な配置の一例を示すブ
ロック図である。
【図２６】本開示内容の技術を応用できるカーナビゲーションデバイスの模式的な配置の
一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面に基づいて、本発明の例示的な実施例を記述する。明瞭かつ簡明のために、
明細書において実際の実施形態の全部の特徴を記述しない。但し、理解すべきことは、開
発者の具体的な目標を達成するために、いかなるのこれらの実際の実施例を開発する過程
で実施形態に特定する決定をしなければならず、例えば、システム及び業務に関連する制
限条件に適い、且つこれら制限条件は、実施形態が異なるに伴って変わる。加えて、理解
すべきことは、開発仕事が複雑かつ時間が掛かるものであり得るが、本開示内容の利益を
享受する当業者にとって、このような開発仕事はきまり通り行う任務に過ぎない。
【００２４】
　ここで、さらに説明する必要がある点は、不必要な細部によって本開示をぼかすことを
避けるために、図面において、少なくとも本発明の方案に緊密に関連するデバイス構成及
び／又は処理ステップのみを示し、本発明に関係がない他の内容を省略した。
【００２５】
　ＬＴＥ－Ａの標準化プロセスに応じて、現在、Ｄ２Ｄ発見メカニズムがＴｙｐｅ１と、
Ｔｙｐｅ２Ａと、Ｔｙｐｅ２Ｂとに分け、Ｄ２Ｄの通信メカニズムがそれぞれＭｏｄｅ１
、Ｍｏｄｅ２であると定義されたが、異なるＤ２Ｄメカニズムは、異なるリソース割り当
て方式に係り、Ｄ２Ｄ通信に係るシグナリング設計、具体的に、伝送におけるリソースス
ケジューリング及びパラメータ配置に影響を与える。
【００２６】
　以下、具体的に各種のＤ２Ｄ通信／発見メカニズムに対して以下の順序で本開示の実施
例を記述する。
【００２７】
　１.第１の実施例（Ｄ２Ｄ通信シングルセルシーンにおけるデータ信号伝送の方案設計
について）
　１-１.　ｍｏｄｅ１通信モードでの方案設計
１-１-１.　ｍｏｄｅ１通信モードでの基地局側／クラスタヘッド側の配置の一例
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１-１-２.　ｍｏｄｅ１通信モードでの伝送側ユーザー機器側の配置の一例
１-１-３.　ｍｏｄｅ１通信モードでの受信側ユーザー機器側の配置の一例
１-２.　ｍｏｄｅ２通信モードでの方案設計
１-２-１.　ｍｏｄｅ２通信モードでの基地局側／クラスタヘッド側の配置の一例
１-２-２.　ｍｏｄｅ２通信モードでの伝送側ユーザー機器側の配置の一例
１-２-３.　ｍｏｄｅ２通信モードでの受信側ユーザー機器側の配置の一例
２.第２の実施例（Ｄ２Ｄ通信マルチセルシーンにおけるデータ信号伝送の方案設計につ
いて）
２-１.　ｍｏｄｅ１通信モードでの方案設計
２-２.　ｍｏｄｅ２通信モードでの方案設計
　３.第３の実施例（Ｄ２Ｄ通信シングルセルシーンにおける発見信号伝送の方案設計に
ついて）
３-１.　Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの方案設計
３-１-１.　Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの基地局側／クラスタヘッド側の配置の一例
３-１-２.　Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの伝送側ユーザー機器側の配置の一例
３-１-３.　Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの受信側ユーザー機器側の配置の一例
３-２.　Ｔｙｐｅ２（Ｔｙｐｅ２ＡとＴｙｐｅ２Ｂとを含む）発見メカニズムでの方案設
計
３-２-１.　Ｔｙｐｅ２Ｂ発見メカニズムでの基地局側／クラスタヘッド側の配置の一例
３-２-２.　Ｔｙｐｅ２Ｂ発見メカニズムでのユーザー機器側の配置の一例
４.第４の実施例（Ｄ２Ｄ通信におけるスケジューリング割り当て情報伝送について）
５.応用実例
５-１.基地局の応用例について
５-２.ユーザー機器の応用例について
【００２８】
　まず、図１を参照し、本開示の実施例による、無線通信システムにおける装置の機能構
成の一例のブロック図を記述する。図１は、本開示の実施例による、無線通信システムに
おける装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【００２９】
　図１に示すように、装置１００は配置情報生成ユニット１０２と伝送ユニット１０４と
を含むことができる。
【００３０】
　配置情報生成ユニット１０２は、再送回数関連情報Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器間の
信号伝送の再送回数に関連する情報を示す再送回数関連情報を含むＤ２Ｄ通信を行うため
のユーザー機器の配置情報を生成するように配置されることができる。
【００３１】
　以上のように、Ｄ２Ｄ通信においてＨＡＲＱフィードバックメカニズムが欠如し、本開
示では、Ｄ２Ｄ通信伝送において信号伝送の正確な受信率を確保するために一定の数の再
送を採用するように設計される。一例において、再送回数の設定はＤ２Ｄ信号の正確な受
信率とリソース利用率に基づく。信号の正確な受信率が低いシーンにおいて（大きいネッ
トワーク干渉又は高い端末モビリティ等が原因である可能性がある）、大きい再送回数を
設置する。具体的に、例えばネットワークにおけるユーザー機器がチャネル品質に対する
測定レポートを収集することで信号の正確な受信率を確定してもよい。リソースが不足す
るシーン（例えばＤ２Ｄ通信を行うユーザー機器の数が大きい／位置分布が集中する）に
おいて、小さい再送回数を設置して同じ信号を伝送して使用する必要があるリソースを低
減してもよい。
【００３２】
　伝送ユニット１０４は、生成した配置情報を、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行
うユーザー機器に伝送するように配置されることができる。
【００３３】
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　なお、ここの配置情報生成ユニット１０２は基地局側、Ｄ２Ｄ通信における例えばＤ２
Ｄクラスタヘッド（cluster　head）側又はＤ２Ｄ信号のユーザー機器側に設置されても
よい。ユーザー機器側に設置された場合に、各ユーザー機器が現在の通信状況に応じて再
送回数関連情報を設定し、そして、伝送ユニット１０４が再送回数関連情報が含まれる配
置情報をスケジューリング割り当て（SA，Scheduling　Assignment）情報に含ませ装置１
００とＤ２Ｄ通信を行う相手ユーザー機器に当該再送回数関連情報を通知する。この場合
、各ユーザー機器により設定された再送回数が異なってもよい。
【００３４】
　以下、配置情報生成ユニット１０２が基地局側又はクラスタヘッド側に設置された場合
についてＤ２Ｄ通信における前記各シーンに適する方案設計を詳細に記述する。理解すべ
きことは、この場合、各ユーザー機器に用いられる再送回数が同じである。
【００３５】
　＜１.第１の実施例＞
　［１-１.ｍｏｄｅ１通信モードでの方案設計］
　図２ないし図８を参考して本開示の第１の実施例による、Ｄ２Ｄ通信シングルセルシー
ンのｍｏｄｅ１通信モードでのデータ信号伝送に対する方案設計を記述する。Ｄ２Ｄ通信
のｍｏｄｅ１通信モードにおいて、通信リソースが集中により、例えば一つの集中するデ
バイス（例えば、基地局、クラウドＢＢ（Cloud　BaseBand）　又はクラスタヘッド）に
より割り当てられる。
【００３６】
　以上のように、本開示では、Ｄ２Ｄ通信伝送において一定の数の再送を採用して正確な
受信率を向上させるように設計され、加えて、本開示の発明者は、再送する度に前回の伝
送と異なる伝送リソース、例えば異なる周波数のリソースを採用して、周波数ダイバシテ
ィ利得を十分に利用し、全体としてさらにＤ２Ｄ通信情報の正確な受信率を向上させると
いうことが提案された。本開示において、前記した再送する度に前回の伝送と異なる周波
数リソースを採用する具体的リソースマッピングメカニズムを簡単に周波数ホッピングと
称することがある。
【００３７】
　注意すべきなのは、従来技術において、基地局がユーザー機器のアップリンク伝送要求
に対してリソーススケジューリングを逐次行い、ユーザー機器にアップリンクリソースを
割り当てる度に、仮想リソースブロック（Virtual　Resource　Block：ＶＲＢ）の形式で
ユーザー機器に今回の伝送において利用可能なアップリンクリソースを指示し、ユーザー
機器がＶＲＢに応じて利用可能な物理リソースブロック（Physical　Resource　Block：
ＰＲＢ）を確定し、言い換えれば，ＶＲＢをＰＲＢにマッピングしてからＰＲＢを利用し
て実際のアップリンク伝送を行う。なお、基地局の例えば周波数ホッピングフラグ（hopp
ing　flag）に基づく指示、ＰＲＢは、ＶＲＢに直接に一対一対応してもよく、まずＶＲ
Ｂにインターリーブを行ってから一定のルールに従ってリソースが不連続であるＰＲＢに
マッピングしてもよく、後者の場合について、ＶＲＢからＰＲＢへのマッピング過程で周
波数ホッピング技術を応用したとも考えられ、その具体的形態が３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａ規
格の記述を参考してもよく、ここで重複しない。従って、本開示の幾つかの例において二
回の周波数ホッピング処理を含み、リソース集中割り当てデバイスから得られるＶＲＢか
らＰＲＢまでの伝統の周波数ホッピング（同一回伝送リソースに対して）、及び前回の伝
送リソースから次回の伝送リソースまでの周波数ホッピング（ＰＲＢからＰＲＢまでであ
ってもよい）である。以下開示される周波数ホッピング方案設計は、主に前回の上次伝送
リソースから次回の伝送リソースへのマッピングに対して、例えば初回の伝送から一回目
の伝送リソースへのマッピング、一回目の伝送リソースから二回目の伝送リソースへのマ
ッピング等である。
【００３８】
　以下、ｍｏｄｅ　１の場合の周波数ホッピング方案設計の好適な例を提供し、しかしな
がら理解すべきことは、例示に過ぎず限定されるものではなく、当業者は本開示の周波数
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【００３９】
　方案１：Ｄ２Ｄ通信のためのデータ信号伝送のリソースをアップリンク帯域リソース全
体のエッジに分布させ物理アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣＨ）に近づけるととも
に、隣り合う伝送リソース間の周波数スパンをできるだけ大きくさせる。
【００４０】
　図２は方案１によるデータ信号伝送リソースの分布模式図を示す。図２に示すように、
Ｄ２Ｄ通信のための周波数リソースがＰＵＣＣＨに近づくとともに、隣り合う伝送リソー
スが上下周波数ホッピングの原則に従って分布することで、近接して二回伝送する伝送リ
ソース間の周波数のスパンを最大化させる。本開示はＤ２Ｄ通信の周波数リソースをでき
るだけＰＵＣＣＨに近づけるように設計することにより、周波数スパンを最大化させるこ
とを除いて、連続するＰＵＳＣＨリソースを事前残して基地局と通信する伝統のユーザー
機器にリソースを割り当てることが可能である。また、図２に示す一例において、Ｄ２Ｄ
通信のための周波数リソースとＰＵＣＣＨとの間隔ＸはＰＵＣＣＨに干渉することを避け
るために設置される保護間隔であり、例えば１に一律に設置されてもよく、又は基地局或
いはクラスタヘッドとの距離に応じて設置されてもよい。例えば、基地局又はクラスタヘ
ッドに近接すると、大きい値に設定されてもよく、逆に、小さい値に設置されるかゼロに
設置されてもよい。
【００４１】
　以下、方案１におけるデータ伝送リソースの確定のアルゴリズムの一例を提供する。仮
に初送するデータが占める周波数リソースインデックスがｆとすると、当該インデックス
がリソースブロック（ＲＢ）のシリアルナンバーに対応する。まず、それをアップリンク
伝送帯域のうちＰＵＣＣＨ寄りのＤ２Ｄデータ領域にマッピングし、ｆ（０）と記載され
る。
【００４２】
【数１】

【００４３】

【００４４】
　後続の再送リソースの周波数リソースインデックスがｆ（ｋ）となり、ｋ＝｛１、２、
…、Ｋ－１｝であり、Ｋが再送回数である。
【００４５】
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【数２】

【００４６】
　方案２：隣り合う伝送リソースの周波数スパンをできるだけ大きくさせ、伝送リソース
全体の分布がランダムとなるようにさせ、周波数ホッピング配置の柔軟性を確保させる。
【００４７】
　図３は方案２によるデータ信号伝送リソースの分布模式図を示す。図３に示すように、
サブ帯域の数の整数倍を、隣接して二回伝送する伝送リソース間の周波数間隔とするとと
もに、伝送リソース全体の分布がランダムに分布する。
【００４８】
　以下、方案２におけるデータ伝送リソースの確定のアルゴリズムの一例を提供する。仮
に初回伝送するデータが占める周波数リソースインデックスがｆとすると、まず、既存の
物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）の周波数ホッピングのマッピング原則に従
ってそれを対応するアップリンク伝送リソースとしてマッピングしてもよく、ｆ（０）と
記載され、後続の再送リソースの周波数リソースインデックスがｆ（ｋ）となり、ｋ＝｛
１、２、…、Ｋ｝であり、Ｋが再送回数である。
【００４９】

【数３】

【００５０】

【００５１】
　以上の記述から、本開示の実施例による周波数ホッピング方案設計において、Ｄ２Ｄ通
信について、二回の周波数ホッピング設計を含み、即ち周波数ホッピングと再送周波数ホ
ッピングを含むことが分かる。以上開示されたアルゴリズムの一例において初送リソース
周波数インデックスｆから実際の初送リソースｆ（０）へのマッピングが初送周波数ホッ
ピングであり、ｋ－１回目の伝送リソースｆ（ｋ－１）からｋ回目の伝送リソースｆ（ｋ
）へのマッピングが再送周波数ホッピングである。理解すべきことは、実際の応用におい
て必要に応じて初送周波数ホッピングのみを応用してもよく、この際、再送リソースと初
送リソースとは位置が同じであるので、複数回伝送する周波数ダイバシティ利得を利用す
ることを考慮しない。
【００５２】
　［１-１-１.　ｍｏｄｅ１通信モードでの基地局側／クラスタヘッド側の配置の一例］
　次に、図４を参考してｍｏｄｅ１通信モードでの基地局側／クラスタヘッド側の装置の
機能構成の一例を詳細に記述する。図４は本開示の第１の実施例によるｍｏｄｅ１通信モ
ードでの基地局側／クラスタヘッド側の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【００５３】
　図４に示すように、装置４００は、配置情報生成ユニット４０２と、システム情報生成
ユニット４０４と、リソーススケジューラ４０６と、リソース割り当て情報生成ユニット



(15) JP 2020-14234 A 2020.1.23

10

20

30

40

50

４０８と、伝送ユニット４１０とを含んでいる。ここの配置情報生成ユニット４０２と伝
送ユニット４１０との機能構成の一例は以上の図１を参考して記述された配置情報生成ユ
ニット１０２と伝送ユニット１０４との機能構成の一例と同じであるので、ここで重複し
て記述しない。次にシステム情報生成ユニット４０４と、リソーススケジューラ４０６と
、リソース割り当て情報生成ユニット４０８との機能構成の一例のみを詳細に記述する。
【００５４】
　システム情報生成ユニット４０４は、配置情報生成ユニット４０２が生成する配置情報
をシステム情報ブロック（ＳＩＢ）に含むように配置される。
【００５５】
　伝送ユニット４１０は、当該システム情報ブロックをＤ２Ｄ通信を行うユーザー機器に
送信するように配置されることができる。理解すべきことは、基地局側／クラスタヘッド
側により再送回数関連情報が生成される場合に、各ユーザー機器のための再送回数関連情
報が一般に同じであるので、伝送ユニットは好ましくは、ブロードキャストの方式により
、例えばブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）を介してシステム情報ブロックを送
信して、情報伝送量を減少する。しかしながら、ここで、例えば専用のシグナリングによ
り再送回数関連情報を伝送することにより、各ユーザー機器について異なる再送回数を配
置することが可能となることを排除しない。
【００５６】
　リソーススケジューラ４０６は、Ｄ２Ｄ通信を行うためのユーザー機器間の信号伝送の
伝送リソースを割り当てるように配置されることができる。ここのリソーススケジューラ
が例えばＭＡＣレイヤのうちアップリンク共有チャネルリソースをスケジューリングする
ためのスケジューラ（scheduler）に対応する。以上のように、好ましくは、リソースス
ケジューラ４０６は周波数がＰＵＣＣＨに近づくリソースを、Ｄ２Ｄ通信を行うためのユ
ーザー機器に割り当てるように配置されてもよい。また、リソーススケジューラ４０６は
例えばユーザー機器から基地局又はクラスタヘッドまでの距離に応じてＤ２Ｄ通信を行う
ための伝送リソースとＰＵＣＣＨとの近接程度を確定してもよい。
【００５７】
　リソース割り当て情報生成ユニット４０８は、伝送リソースの指示情報を含むダウンリ
ンク制御情報（ＤＣＩ）又はランダムアクセス応答情報を生成するように配置されること
ができる。伝送ユニット４１０は、ＰＤＣＣＨにより当該ＤＣＩ又はランダムアクセス応
答情報をＤ２Ｄ通信における伝送側ユーザー機器に送信してＤ２Ｄ通信を行うための伝送
リソースを指示することが可能である。ここの伝送リソースの指示情報は、例えばＤＣＩ
フォーマット０によりロードされるアップリンクスケジューリンググラント（ＵＬ－ｇｒ
ａｎｔ）情報に対応するとともに、一つの特殊の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ
）を使用してこのＵＬ－ｇｒａｎｔがＤ２Ｄ通信を行うためのものであることを表し、セ
ルラー通信ＵＬ－ｇｒａｎｔと区別する。また、ランダムアクセス応答情報はＤＣＩフォ
ーマット１Cを使用することによりＰＤＣＣＨを介して伝送されてもよい。
【００５８】
　当該伝送リソースは、少なくともＤ２Ｄ通信を行うためのユーザー機器の信号が初送す
る初送リソースを含む。好ましくは、当該伝送リソースはＤ２Ｄ通信における信号再送を
行うための再送リソースを含んでもよく、この際、基地局又はクラスタヘッドにより再送
リソースを確定して、ユーザー機器に初送リソースと再送リソースとを明示的に指示する
。具体的に、基地局又はクラスタヘッドは初送リソースの位置に応じて再送リソースの位
置を確定してもよい。信号再送に周波数ホッピング技術を応用する場合に、例えば前記周
波数ホッピング方案を採用して再送リソースを確定してもよい。
【００５９】
　代わりに、基地局側が初送リソースのみを割り当て、ユーザー機器側により予定の周波
数ホッピング方案に応じて後続の再送リソースが確定されることもある。この場合、好ま
しくは、配置情報生成ユニット４０２はさらにＤ２Ｄ通信における信号再送に周波数ホッ
ピング技術を応用するかを指示する再送周波数ホッピング指示識別子を、配置情報に含ま
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せて送信ユニット４１０を介してユーザー機器に送信するように配置されてもよく、そし
て、ユーザー機器は受信した再送周波数ホッピング指示識別子と初送リソースとに応じて
、予定の周波数ホッピング方案を採用して後続の再送リソースを確定してもよい。好まし
くは、当該再送周波数ホッピング指示識別子がシステム情報ブロックに含まれ、且つ送信
ユニット４１０を介してＤ２Ｄ通信を行う全てのユーザー機器にブロードキャストされ、
各ユーザー機器が信号伝送と受信を行う相応リソース位置を確定してもよい。
【００６０】
　また、代わりに、リソーススケジューラ４０６は、信号再送に周波数ホッピング技術を
応用するか否かを確定してＤ２Ｄ通信を行うための伝送リソースを割り当てる（初送リソ
ースと再送リソースとを含む）ように配置されてもよい。この際、伝送ユニット４１０は
、再送周波数ホッピング指示識別子を含む伝送リソースの指示情報をＤＣＩ又はランダム
アクセス応答情報に含ませてＤ２Ｄ通信における伝送側ユーザー機器に送信してもよい。
この例において、伝送ユニット４１０は、同時に再送周波数ホッピング指示識別子と初送
周波数ホッピング指示識別子とをＤＣＩ又はランダムアクセス応答情報に含ませてＤ２Ｄ
通信における伝送側ユーザー機器に送信してもよい。
【００６１】
　また、代わりに、基地局側が初送リソースの割り当てのみを担うが後続の再送を担わな
くてもよく、即ち、ユーザー機器自身が再送に周波数ホッピング技術を応用するか否か及
びどのように再送リソースを割り当てるかを決定する。
【００６２】
　理解すべきことは、再送に周波数ホッピング技術を応用すると確定された場合に、各再
送リソースと前回伝送リソースとの間の周波数が少なくとも異なり、例えば、各再送リソ
ースと前回伝送リソースとの間の周波数スパンが予定条件、例えば、周波数スパンが最大
化する又はサブ帯域の数の整数倍であることを満足する。具体的に、例えば、以上の図２
又は図３を参考して記述された周波数ホッピング方案に応じて再送リソースを確定しても
よい。なお、本開示の幾つかの実施例において、再送周波数ホッピング技術を応用するか
否かを指示しない場合に、デフォルトで再送周波数ホッピングを実行する。
【００６３】
　［１-１-２.　ｍｏｄｅ１通信モードでの伝送側ユーザー機器側の配置の一例］
　次に、図５ないし図７を参考してｍｏｄｅ１通信モードでの伝送側ユーザー機器側の装
置の機能構成の一例を詳細に記述する。
【００６４】
　図５は本開示の第１の実施例によるｍｏｄｅ１通信モードでの伝送側ユーザー機器側の
装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【００６５】
　図５に示すように、装置５００は、再送回数情報受信ユニット５０２と、初送リソース
受信ユニット５０４と、再送リソース受信ユニット５０６と、スケジューリング割り当て
情報伝送ユニット５０８と、データ信号伝送ユニット５１０とを含んでいる。
【００６６】
　再送回数情報受信ユニット５０２は、Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器間に再送を行うた
めの回数を示す再送回数情報を受信するように配置されることができる。
【００６７】
　初送リソース受信ユニット５０４は、Ｄ２Ｄ通信におけるデータ信号が初送するための
初送リソースを指示する初送リソース指示を受信するように配置されることができる。
【００６８】
　再送リソース受信ユニット５０６は、Ｄ２Ｄ通信におけるデータ信号が再送するための
再送リソースを指示する再送リソース指示を受信するように配置されることができる。
【００６９】
　スケジューリング割り当て情報伝送ユニット５０８は、初送リソース指示と再送リソー
ス指示とをスケジューリング割り当て情報に含ませて相手ユーザー機器に送信するように
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配置されることができる。
【００７０】
　データ信号伝送ユニット５１０は、受信された再送回数情報に応じて、初送リソース指
示と再送リソース指示が指示する伝送リソース上に相手ユーザー機器へデータ信号を繰り
返して送信するように配置されることができる。
【００７１】
　なお、本開示の幾つかの例における装置組立ユニットは一定の論理機能に従って区分さ
れたが、しかしながら理解すべきことは、その中の複数のユニットの機能が一つのモジュ
ールにより実現されてもよく、一つのユニットの機能が複数のモジュールにより連携して
実現されてもよく、例えば、前記の再送回数情報受信ユニット５０２と、初送リソース受
信ユニット５０４と、再送リソース受信ユニット５０６と、データ信号伝送ユニット５１
０とがいずれも例えば信号送受信ユニットにより実現されてもよく、そして、スケジュー
リング割り当て情報伝送ユニット５０８が例えば制御ユニットと信号送受信ユニットとに
より実現されてもよい。具体的な信号送受信ユニットと制御ユニットが端末製品における
例えば無線通信インタフェース、プロセッサ等の素子の配置により実現されてもよい。
【００７２】
　図５に示す例において、伝送側ユーザー機器は直接に基地局側／クラスタヘッド側から
初送リソースと再送リソースとについての明確な指示を受信し、自己が予定の周波数ホッ
ピングアルゴリズムを再利用して相応する初送と再送リソースとを推計する必要がないこ
とが分かる。
【００７３】
　図６は本開示の第１の実施例によるｍｏｄｅ１通信モードでの伝送側ユーザー機器側の
装置の他の一機能構成の一例を示すブロック図である。
【００７４】
　図６に示すように、装置６００は、再送回数情報受信ユニット６０２と、初送リソース
受信ユニット６０４と、再送周波数ホッピング指示識別子受信ユニット６０６と、再送リ
ソース確定ユニット６０８と、スケジューリング割り当て情報伝送ユニット６１０と、デ
ータ信号伝送ユニット６１２とを含むことができる。なお、再送回数情報受信ユニット６
０２と、初送リソース受信ユニット６０４と、データ信号伝送ユニット６１２との機能構
成の一例は図５に示す再送回数情報受信ユニット５０２と、初送リソース受信ユニット５
０４と、データ信号伝送ユニット５１０との機能構成の一例と同じであるので、ここで重
複して記述しない。以下再送周波数ホッピング指示識別子受信ユニット６０６と、再送リ
ソース確定ユニット６０８と、スケジューリング割り当て情報伝送ユニット６１０との機
能構成の一例のみを詳細に記述する。
【００７５】
　再送周波数ホッピング指示識別子受信ユニット６０６は、Ｄ２Ｄ通信におけるデータ信
号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示する再送周波数ホッピング指示識
別子を受信するように配置されることができる。
【００７６】
　再送リソース確定ユニット６０８は、初送リソース指示と再送周波数ホッピング指示識
別子とに基づいてＤ２Ｄ通信におけるデータ信号再送のための再送リソースを指示する再
送リソース指示を確定するように配置されることができる。好ましくは、再送リソース確
定ユニット６０８は、初送リソース指示、再送周波数ホッピング指示識別子、及び予定の
ジャンプ関数に基づいて再送リソースを確定してもよい。当該予定のジャンプ関数は、各
再送リソースと前回伝送リソースとの間に跨る帯域幅を確定する周波数ホッピングパラメ
ータを含んでもよい。当該周波数ホッピングパラメータは例えば装置６００により確定さ
れてもよい。
【００７７】
　スケジューリング割り当て情報伝送ユニット６１０は、少なくとも初送リソース指示を
スケジューリング割り当て情報に含ませて相手ユーザー機器に伝送し、相手ユーザー機器
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に初送リソースと再送リソースを確定させるように配置される。好ましくは、スケジュー
リング割り当て情報伝送ユニット６１０は、周波数ホッピングパラメータをスケジューリ
ング割り当て情報に含ませて相手ユーザー機器に再送リソースを確定させてもよい。代わ
りに、スケジューリング割り当て情報伝送ユニット６１０は、再送リソースを指示する再
送リソース指示をスケジューリング割り当て情報に明示的に含ませて相手ユーザー機器に
伝送するように配置されてもよい。
【００７８】
　なお、以上のように、ここの再送回数情報受信ユニット６０２と、初送リソース受信ユ
ニット６０４と、再送周波数ホッピング指示識別子受信ユニット６０６と、データ信号伝
送ユニット６１２とがいずれも例えば信号送受信ユニットにより実現されてもよく、スケ
ジューリング割り当て情報伝送ユニット６１０が例えば制御ユニットと信号送受信ユニッ
トとにより実現されてもよく、そして、再送リソース確定ユニット６０８が例えば制御ユ
ニットにより実現されてもよい。具体的な信号送受信ユニットと制御ユニットとが端末製
品における例えば無線通信インタフェース、プロセッサ等の素子の配置により実現されて
もよい。
【００７９】
　図６に示す例において、伝送側ユーザー機器は基地局側／クラスタヘッド側からの再送
周波数ホッピング指示識別子に応じて、初送リソース指示と予定の周波数ホッピング方案
に基づいてデータ信号再送のための再送リソースを確定し、図５に示す例と同様に直接に
基地局／クラスタヘッドから割り当てられた再送リソースを受信しないことが分かる。こ
の場合、受信側ユーザー機器は予定のジャンプ関数に応じて自分で再送リソースを確定す
るか、又は直接に伝送側ユーザー機器から再送リソースを受信してもよい。
【００８０】
　図７は本開示の第１の実施例によるｍｏｄｅ１通信モードでの伝送側ユーザー機器側の
装置の他の一機能構成の一例を示すブロック図である。
【００８１】
　図７に示すように、装置７００は、再送回数情報受信ユニット７０２と、初送リソース
受信ユニット７０４と、再送周波数ホッピング確定ユニット７０６と、再送リソース確定
ユニット７０８と、スケジューリング割り当て情報伝送ユニット７１０と、データ信号伝
送ユニット７１２とを含むことができる。なお、再送回数情報受信ユニット７０２と、初
送リソース受信ユニット７０４と、データ信号伝送ユニット７１２との機能構成の一例は
図６に示す再送回数情報受信ユニット６０２と、初送リソース受信ユニット６０４と、デ
ータ信号伝送ユニット６１２との機能構成の一例と同じであるので、ここで重複して記述
しない。以下再送周波数ホッピング確定ユニット７０６と、再送リソース確定ユニット７
０８と、スケジューリング割り当て情報伝送ユニット７１０との機能構成の一例のみを詳
細に記述する。
【００８２】
　再送周波数ホッピング確定ユニット７０６は、Ｄ２Ｄ通信におけるデータ信号再送に周
波数ホッピング技術を応用するか否かを確定するように配置されることができる。
【００８３】
　再送リソース確定ユニット７０８は、初送リソース指示と再送周波数ホッピング確定ユ
ニット７０６の確定結果とに基づいて再送リソースを確定するように配置されることがで
きる。
【００８４】
　また、好ましくは、再送周波数ホッピング確定ユニット７０６は、Ｄ２Ｄ通信における
データ信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示する再送周波数ホッピン
グ指示識別子を生成するように配置されてもよい。この際、再送リソース確定ユニット７
０８は、初送リソース指示と再送周波数ホッピング確定ユニット７０６の再送周波数ホッ
ピング決定とに基づいて再送リソースを確定するように配置されてもよい。
【００８５】
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　スケジューリング割り当て情報伝送ユニット７１０は、少なくとも初送リソース指示と
再送周波数ホッピング指示識別子とをスケジューリング割り当て情報に含ませて相手ユー
ザー機器に伝送し、相手ユーザー機器に初送リソースと再送リソースとを確定させるよう
に配置されてもよい。また、好ましくは、スケジューリング割り当て情報伝送ユニット７
１０は、再送リソースを指示する再送リソース指示をスケジューリング割り当て情報に含
ませて相手ユーザー機器に伝送してもよく、この際再送周波数ホッピング指示識別子を伝
送する必要がない。
【００８６】
　なお、以上のように、ここの再送回数情報受信ユニット７０２と、初送リソース受信ユ
ニット７０４と、データ信号伝送ユニット７１２とがいずれも例えば信号送受信ユニット
により実現されてもよく、スケジューリング割り当て情報伝送ユニット７１０が例えば制
御ユニットと信号送受信ユニットとにより実現されてもよく、そして、再送周波数ホッピ
ング確定ユニット７０６と再送リソース確定ユニット７０８とが例えば制御ユニットによ
り実現されてもよい。具体的な信号送受信ユニットと制御ユニットとが端末製品における
例えば無線通信インタフェース、プロセッサ等の素子の配置により実現されてもよい。
【００８７】
　図７に示す例において、基地局側／クラスタヘッド側は初送リソースを指示することの
みを担うが後続の再送を担わなく、そして伝送側ユーザー機器は自分で再送に周波数ホッ
ピング技術を応用するか否かを確定し且つ後続の再送リソースを算出する。
【００８８】
　理解すべきことは、前記でデータ信号再送に周波数ホッピング技術を応用すると確定さ
れた場合に、各再送リソースと前回伝送リソースとの間の周波数が少なくとも異なる。
【００８９】
　また、さらに理解すべきことは、デフォルトで再送に周波数ホッピングを応用する場合
に、前記再送周波数ホッピングに関するユニット、例えば、再送周波数ホッピング指示識
別子受信ユニット、再送周波数ホッピング確定ユニット等が設置されなくてもよい。
【００９０】
　ここで、なお、受信された初送リソースは、既にアップリンク伝送帯域のうちＤ２Ｄ通
信のための領域にマッピングした周波数リソースインデックスであってもよく、又はマッ
ピングする前の周波数リソースインデックスであってもよい。この際、伝送側ユーザー機
器側は、相応する、初送リソース指示をアップリンク伝送帯域のうちＤ２Ｄ通信のための
相応領域にマッピングするための初送リソースマッピングユニットをさらに設置する必要
がある。
【００９１】
　また、以前記述された装置５００、６００、７００は、符号化ユニットをさらに含んで
もよく、送信される情報を符号化し、データ信号伝送ユニットにより受信側ユーザー機器
側に送信され、具体的な符号化方式が伝統のＰＵＳＣＨデータの符号化方式と同じであっ
てもよく、ここで重複しない。
【００９２】
　＜１-１-３.　ｍｏｄｅ１通信モードでの受信側ユーザー機器側の配置の一例＞
　次に、図８を参考して本開示の第１の実施例によるｍｏｄｅ１通信モードでの受信側ユ
ーザー機器側の装置の機能構成の一例を記述する。図８は本開示の第１の実施例によるｍ
ｏｄｅ１通信モードでの受信側ユーザー機器側の装置の機能構成の一例を示すブロック図
である。
【００９３】
　図８に示すように、装置８００は、再送回数情報受信ユニット８０２と、スケジューリ
ング割り当て情報受信ユニット８０４と、伝送リソース確定ユニット８０６と、データ信
号受信ユニット８０８と、データ信号復号化ユニット８１０とを含むことができる。
【００９４】
　再送回数情報受信ユニット８０２は、Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器間に再送を行うた
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めの回数を示す再送回数情報を受信するように配置されることができる。
【００９５】
　スケジューリング割り当て情報受信ユニット８０４は、相手ユーザー機器からのスケジ
ューリング割り当て情報を受信するように配置されることができる。当該スケジューリン
グ割り当て情報にはＤ２Ｄ通信におけるデータ信号初送のための初送リソースを指示する
初送リソース指示を少なくとも含む。また、好ましくは、当該スケジューリング割り当て
情報には、さらに、Ｄ２Ｄ通信におけるデータ信号再送のための再送リソースを指示する
再送リソース指示、再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示する周波数ホッ
ピング指示識別子及び／又は予定のジャンプ関数における周波数ホッピングパラメータを
含んでもよい。
【００９６】
　伝送リソース確定ユニット８０６は、少なくとも受信されたスケジューリング割り当て
情報に基づいて初送リソースと再送リソースとを確定するように配置されることができる
。また、伝送リソース確定ユニット８０６は予定のジャンプ関数に基づいて再送リソース
を確定してもよい。
【００９７】
　データ信号受信ユニット８０８は、受信された再送回数前記に応じて、確定された初送
リソースと再送リソースとに基づいて相手ユーザー機器からの全てのデータ信号を受信す
るように配置されることができる。
【００９８】
　データ信号復号化ユニット８１０は、受信された全てのデータ信号を統合復号化して相
手ユーザー機器からのデータを取得するように配置されることができる。理解すべきこと
は、以上のように、ここの再送回数受信ユニット８０２と、スケジューリング割り当て情
報受信ユニット８０４と、データ信号受信ユニット８０８とがいずれも例えば信号送受信
ユニットにより実現されてもよく、そして、伝送リソース確定ユニット８０６とデータ信
号復号化ユニット８１０とが例えば制御ユニットにより実現されてもよい。具体的な信号
送受信ユニットと制御ユニットとが端末製品における例えば無線通信インタフェース、プ
ロセッサ等の素子の配置により実現されてもよい。
【００９９】
　［１-２.　ｍｏｄｅ２通信モードでの方案設計］
　図９ないし図１３を参考して本開示の第１の実施例によるＤ２Ｄ通信シングルセルシー
ンのｍｏｄｅ２通信モードでのデータ信号伝送に対する方案設計を記述する。
【０１００】
　Ｄ２Ｄ通信のｍｏｄｅ２通信モードにおいて、ユーザー機器によりリソースプールから
通信するリソースを自律的に選択する。以下この場合の周波数ホッピング方案設計の一例
を提供するが、理解すべきことは、これが一例に過ぎず限定されるものではなく、当業者
は周波数ホッピング方案設計の原則に応じて他の方案を想到することができる。
【０１０１】
　当該方案において、データ信号の初回伝送のための初送リソースはＤ２Ｄ通信のデータ
伝送のためのデータ伝送リソースプールからランダムに選択されてもよく、当該リソース
がデータ伝送リソースプールにおけるあるリソースブロックのインデックスに対応し、そ
の後のＫ回の再送が当該リソースプール内の連続するＫのリソースブロックが占めること
で、受信側ユーザー機器が周波数帯域全体をモニタリングする必要がばくユーザー機器の
モニタリング効率を向上させる。また、一回あたりの再送が占めるリソースブロックは少
なくとも前回再送が占めるリソースブロックと異なり（好ましくは、隣り合わない）、こ
れにより、一定の程度の周波数ダイバシティ利得を取得する。一回あたりの再送が占める
具体的リソースブロックは例えば以下の方法の少なくとも一つにより確定される。
【０１０２】
　方法１：Ｋの数字をｎ＊ｍ（ｎ≧２）の行列に分け、それぞれこのＫの数字を行ごとに
当該行列に記入し、その後列ごとに読み出された数字が各回再送が占めるリソースブロッ
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クインデックス番号に対応する。この際、一回あたりの再送と前回の伝送が占めるリソー
スブロックは不連続である。
【０１０３】
　方法２：ｋ回目の再送が占めるリソースブロックのインデックス番号がＩ（ｋ）＝（ａ
＊ｋ＋ｂ）ｍｏｄ　Ｋ（ｋ＝１、２、…、Ｋ）となる。
【０１０４】
　方法３：ランダムに１～Ｋから一つの数字を順次抽出してｋ回目の再送が占めるリソー
スブロックのインデックス番号とする。
【０１０５】
　理解すべきことは、以上提供された周波数ホッピング方案設計は一例に過ぎず限定され
るものではなく、当業者は相応する設計原則に応じて他の方案を想到することができる。
【０１０６】
　［１-２-１.　ｍｏｄｅ２通信モードでの基地局側／クラスタヘッド側の配置の一例］
　以下図９を参考してｍｏｄｅ２通信モードでの基地局側／クラスタヘッド側の装置の機
能構成の一例を記述する。図９は本開示の第１の実施例によるｍｏｄｅ２通信モードでの
基地局側／クラスタヘッド側の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【０１０７】
　図９に示すように、装置９００は、配置情報生成ユニット９０２と、システム情報生成
ユニット９０４と、伝送ユニット９０６とを含むことができる。
【０１０８】
　配置情報生成ユニット９０２は、Ｄ２Ｄ通信においてデータ信号に対して再送を行う回
数を示す再送回数関連情報と、Ｄ２Ｄ通信におけるデータ信号伝送のためのリソースプー
ルを示すデータ信号リソースプール情報とを少なくとも含む配置情報を生成するように配
置されることができる。好ましくは、当該配置情報には、Ｄ２Ｄ通信におけるデータ信号
再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示する再送周波数ホッピング指示識別
子を含んでもよい。本開示の他の一つの一例において、データ信号リソースプールがシス
テムにより予め設定され、基地局側／クラスタヘッド側及び各ユーザー機器間にデフォル
トのコンセンサスを有するので、配置情報生成ユニット９０２がデータ信号リソースプー
ルの配置情報を生成しない。
【０１０９】
　システム情報生成ユニット９０４は、配置情報生成ユニット９０２が生成する配置情報
をシステム情報ブロックに含ませるように配置されることができる。
【０１１０】
　伝送ユニット９０６は、例えばブロードキャストの方式によりブロードキャスト制御チ
ャネルを介して再送回数関連情報、データ信号リソースプール、及び再送周波数ホッピン
グ指示識別子の少なくとも一つを含むシステム情報ブロックをＤ２Ｄ通信を行うユーザー
機器に送信するように配置されることができる。
【０１１１】
　［１-２-２.　ｍｏｄｅ２通信モードでの伝送側ユーザー機器側の配置の一例］
　次に、図１０ないし図１２を参考してｍｏｄｅ２通信モードでの伝送側ユーザー機器側
の配置の一例を記述する。
【０１１２】
　図１０は本開示の第１の実施例によるｍｏｄｅ２通信モードでの伝送側ユーザー機器側
の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【０１１３】
　図１０に示すように、装置１０００は、再送回数受信ユニット１００２、データ信号リ
ソースプール情報受信ユニット１００４と、伝送リソース選択ユニット１００６と、再送
リソース確定ユニット１００８と、スケジューリング割り当て情報伝送ユニット１０１０
と、データ信号伝送ユニット１０１２とを含むことができる。
【０１１４】
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　再送回数受信ユニット１００２は、Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器間に再送を行うため
の回数を示す再送回数情報を受信するように配置されることができる。
【０１１５】
　データ信号リソースプール情報受信ユニット１００４は、Ｄ２Ｄ通信におけるデータ信
号伝送のためのデータ信号リソースプールを示す情報を受信するように配置されることが
できる。前記の基地局側／クラスタヘッド側の他の一例に対応して、データ信号リソース
プールがシステムにより予め設定されたものである場合に、装置１０００はデータ信号リ
ソースプール情報受信ユニット１００４を含まなくてもよい。
【０１１６】
　伝送リソース選択ユニット１００６は、データ信号リソースプールからデータ信号伝送
を行うためのデータ信号伝送リソースを選択し当該伝送リソースを指示するリソース指示
情報を生成するように配置されることができる。理解すべきことは、ここのデータ信号伝
送リソースがデータ信号の初回伝送のための初送リソースを少なくとも含む。
【０１１７】
　再送リソース確定ユニット１００８は、少なくとも初送リソースに応じて、データ再送
に周波数ホッピング技術を応用すると確定された場合に、前記予定の周波数ホッピング方
法を採用してデータ信号再送を行うための再送リソースを確定するように配置されること
ができる。一つの一例において、再送リソース確定ユニット１００８は、再送リソースの
存在位置を直接指示する再送リソース指示を生成してもよい。
【０１１８】
　スケジューリング割り当て情報伝送ユニット１０１０は、データ信号伝送リソースに関
する情報をスケジューリング割り当て情報に含ませて相手ユーザー機器に送信するように
配置されることができる。データ信号伝送リソースに関する情報は、前記初送リソース指
示を少なくとも含む。
【０１１９】
　好ましくは、スケジューリング割り当て情報には、何種類の周波数ホッピング方法（例
えば、前記方法１、２、３）を採用するかを指定する情報を含んでもよく、そして相応方
法における周波数ホッピングパラメータ（例えば、前記のｍとｎ又はａとｂ或いは発生す
るインデックスランダムシーケンス）を含む。しかしながら、理解すべきことは、予め何
種類の周波数ホッピング方法を採用すると確定された場合に、スケジューリング割り当て
情報において当該情報を含まなくてもよい。受信側ユーザー機器は、受信された初送リソ
ース指示に応じて、相応する周波数ホッピング方法を採用して再送リソースを確定しても
よい。Ｄ２Ｄ再送周波数ホッピングが通信システムのうち選択可能なメカニズムである場
合に、スケジューリング割り当て情報において再送周波数ホッピングを応用するか否かを
指示する再送周波数ホッピング指示を含んで受信側ユーザー機器に周波数ホッピングメカ
ニズムに応じて再送リソースを確定させてもよい。また、好ましくは、スケジューリング
割り当て情報には再送リソース指示を含んで採用する再送リソースを明確に指示してもよ
い。
【０１２０】
　データ信号伝送ユニット１０１２は、再送回数情報に応じて、相応するデータ信号伝送
リソース上に（初送リソースと再送リソースとを含む）相手ユーザー機器へデータ信号を
繰り返して伝送するように配置されることができる。
【０１２１】
　理解すべきことは、以上のように、ここの再送回数受信ユニット１００２と、データ信
号リソースプール情報受信ユニット１００４と、データ信号伝送ユニット１０１２とがい
ずれも例えば信号送受信ユニットにより実現されてもよく、スケジューリング割り当て情
報伝送ユニット１０１０が例えば制御ユニットと信号送受信ユニットとにより実現されて
もよく、そして、伝送リソース選択ユニット１００６と再送リソース確定ユニット１００
８とが例えば制御ユニットにより実現されてもよい。具体的な信号送受信ユニットと制御
ユニットとが端末製品における例えば無線通信インタフェース、プロセッサ等の素子の配
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置により実現されてもよい。
【０１２２】
　図１１は本開示の第１の実施例によるｍｏｄｅ２通信モードでの伝送側ユーザー機器側
の装置の他の一機能構成の一例を示すブロック図である。
【０１２３】
　図１１に示すように、図１０に示す装置１０００と比べると、装置１１００は、再送周
波数ホッピング指示識別子受信ユニット１１０８がさらに設置され、他のユニットが装置
１０００における相応するユニットの機能構成と同じであるので、ここで重複して記述し
ない。以下再送周波数ホッピング指示識別子受信ユニット１１０８の機能構成の一例のみ
を詳細に記述する。
【０１２４】
　再送周波数ホッピング指示識別子受信ユニット１１０８は、Ｄ２Ｄ通信におけるデータ
信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示する再送周波数ホッピング指示
識別子を受信するように配置されることができる。
【０１２５】
　この際、再送リソース確定ユニット１１１０は、初送リソース指示と再送周波数ホッピ
ング指示識別子とに基づいて、予定の周波数ホッピング方法を採用して再送リソースを確
定するように配置されることができる。
【０１２６】
　理解すべきことは、以上のように、再送周波数ホッピング指示識別子受信ユニット１１
０８が例えば信号送受信ユニットにより実現されてもよい。具体的な信号送受信ユニット
が端末製品における例えば無線通信インタフェース等の素子の配置により実現されてもよ
い。
【０１２７】
　図１２は本開示の第１の実施例によるｍｏｄｅ２通信モードでの伝送側ユーザー機器側
の装置の他の一機能構成の一例を示すブロック図である。
【０１２８】
　図１２に示すように、図１０示す装置１０００と比べると、装置１２００は再送周波数
ホッピング確定ユニット１２０８がさらに設置され、他のユニットが装置１０００におけ
る相応するユニットの機能構成と同じであるので、ここで重複して記述しない。以下再送
周波数ホッピング確定ユニット１２０８の機能構成の一例のみを詳細に記述する。
【０１２９】
　再送周波数ホッピング確定ユニット１２０８は、Ｄ２Ｄ通信におけるデータ信号再送に
周波数ホッピング技術を応用するか否かを確定するように配置されることができる。
【０１３０】
　また、再送リソース確定ユニット１２１０は、確定された初送リソースと再送周波数ホ
ッピングユニット１２０８の確定結果とに基づいて再送リソースを確定するように配置さ
れることができる。
【０１３１】
　好ましくは、再送周波数ホッピング確定ユニット１２０８は、Ｄ２Ｄ通信におけるデー
タ信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示する再送周波数ホッピング指
示識別子を生成して受信側ユーザー機器に周波数ホッピングメカニズムに応じて再送リソ
ースを確定させるように配置されてもよい。この際、スケジューリング割り当て情報伝送
ユニット１２１２は、初送リソース指示と再送周波数ホッピング指示識別子とをスケジュ
ーリング割り当て情報に含ませて相手ユーザー機器に伝送し、相手ユーザー機器に予定の
周波数ホッピング方法に応じて初送リソースと再送リソースとを確定させるように配置さ
れることができる。
【０１３２】
　また、好ましくは、スケジューリング割り当て情報において再送リソースを指示する再
送リソース指示をさらに含んでもよく、相手ユーザー機器に初送リソースと再送リソース
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とを明確に指示する。
【０１３３】
　理解すべきことは、以上のように、ここの再送周波数ホッピング確定ユニット１２０８
が例えば制御ユニットにより実現されてもよい。具体的な制御ユニットが端末製品におけ
る例えばプロセッサ等の素子の配置により実現されてもよい。
【０１３４】
　［１-２-３.　ｍｏｄｅ２通信モードでの受信側ユーザー機器側の配置の一例］
　次に図１３を参考してｍｏｄｅ２通信モードでの受信側ユーザー機器側の配置の一例を
記述する。
【０１３５】
　図１３は本開示の第１の実施例によるｍｏｄｅ２通信モードでの受信側ユーザー機器側
の装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【０１３６】
　図１３に示すように、図８に示す装置８００と比べると、装置１３００はデータ信号リ
ソースプール情報受信ユニット１３０４がさらに設置され、他のユニットが装置８００に
おける相応するユニットの機能構成と同じであるので、ここで重複して記述しない。デー
タ信号リソースプール情報受信ユニット１３０４の機能構成の一例のみを詳細に記述する
。
【０１３７】
　データ信号リソースプール情報受信ユニット１３０４は、Ｄ２Ｄ通信におけるデータ信
号伝送のためのデータ信号リソースプールを示す情報を受信するように配置されることが
できる。
【０１３８】
　伝送リソース確定ユニット１３０８は、受信されたデータ信号リソースプールの情報と
スケジューリング割り当て情報とに基づいて相応する初送リソースと再送リソースとを確
定するように配置されることができる。また、受信側ユーザー機器が自分で再送リソース
を確定する場合に、周波数ホッピング操作を実行すると確定されたと、伝送リソース確定
ユニット１３０８は受信されたデータ信号リソースプールの情報とスケジューリング割り
当て情報とに応じて、相応する周波数ホッピング方法を利用して再送リソースを確定して
もよい。
【０１３９】
　理解すべきことは、以上のように、データ信号リソースプール情報受信ユニット１３０
４が例えば信号送受信ユニットにより実現されてもよい。具体的な信号送受信ユニットが
端末製品における例えば無線通信インタフェース等の素子の配置により実現されてもよい
。
【０１４０】
　＜２.第２の実施例＞
　本実施例では、Ｄ２Ｄ通信においてマルチセルシーンにおけるデータ信号伝送の方案設
計を検討する。
【０１４１】
　マルチセルシーンにおいて、Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器が異なるセル内に分布し、
各セルが異なる帯域配置を有する可能性がある。例えば、スモールセルの導入によって、
大きい帯域のセルに配置されるリソースブロックインデックス番号について、シングルセ
ルシーンに記述される周波数ホッピング方案に従って周波数ホッピングを行うと、得られ
るリソースブロックインデックス番号がスモールセルに全く存在しない可能性がある。従
って、マルチセルシーンにおいて、各ユーザー機器が存在するセルの帯域配置を考慮して
周波数ホッピング方案を設計する必要がある。
【０１４２】
　Ｄ２Ｄのｍｏｄｅ１通信形態では、マルチセルシーンにおいてデータ信号に対する周波
数ホッピング方案設計が以前記述されたシングルセルシーンと類似し、区別することは、
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まず、リソースブロックのインデックスを最も小さいセル帯域配置に従ってマッピングす
る必要があり、その後、シングルセルシーンと類似する形態に従って周波数ホッピング設
計を行うことができる。具体的に、まず、初送リソースを、最も小さいセル帯域に対応す
るＰＵＳＣＨリソース上にマッピングし、その後、最も小さいセル帯域に基づいて再送リ
ソースを確定してもよい。好ましくは、再送リソースと前回伝送リソースとの間の周波数
スパンが予定の閾値よりも大きく最も小さいセル帯域よりも小さくなる。
【０１４３】

【０１４４】
　その後のＫ回の再送の周波数リソースインデックスｆ（ｋ）（ｋ＝｛１、２、…Ｋ－１
｝）は次のように確定されることができる：
【０１４５】

【数４】

【０１４６】
　また、マルチセルシーンにおいて、基地局側、伝送側ユーザー機器側、及び受信側ユー
ザー機器側の配置がシングルセルシーンと類似し、区別することは、伝送側ユーザー機器
にサービスする基地局側の装置がセル帯域配置情報取得ユニットをさらに設置する必要が
あり、当該セル帯域配置情報取得ユニットは、Ｄ２Ｄ通信を行う各ユーザー機器が存在す
るセルのセル帯域配置情報を取得するように配置されて、リソーススケジューラにより割
り当てられた伝送リソースを各ユーザー機器に対する統一的なインデックスで示す。好ま
しくは、伝送リソースが最も小さいセル帯域に対応するアップリンク伝送リソース上にマ
ッピングされる。当該セル帯域配置情報取得ユニットは例えばＸ２インタフェースシグナ
リングにより各セルのセル帯域配置情報を取得してもよい。
【０１４７】
　［２-２.　ｍｏｄｅ２通信モードでの方案設計］
　マルチセルシーンにおいて、ｍｏｄｅ２通信モードでの方案設計は、基本的に、シング
ルセルシーンと同じであり、特に、Ｄ２Ｄデータ通信のために、各セルにおいて同じデー
タ信号リソースプールを配置する。
【０１４８】
　また、マルチセルシーンにおいて、ｍｏｄｅ２通信モードでの基地局側／クラスタヘッ
ド側、伝送側ユーザー機器側、及び受信側ユーザー機器側の配置は、基本的に、シングル
セルシーンと同じであり、区別することは、伝送側ユーザー機器にサービスする基地局が
少なくとも取得された最も小さいセル帯域配置情報を伝送ユニットを介して伝送側ユーザ
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ー機器に送信する（必ず全ての帯域配置情報を送信するとは限らない）。好ましくは、当
該サービス基地局が本セルの帯域が最も小さいと判断したとき、他のセルの帯域配置情報
を送信する必要がない。また、オプションとして、伝送側ユーザー機器側の装置はセル帯
域配置情報を受信するための帯域配置情報受信ユニットがさらに設置される必要があり、
当該帯域配置情報受信ユニットが例えば信号送受信ユニットにより実現されてもよい。具
体的な信号送受信ユニットが端末製品における例えば無線通信インタフェース等の素子の
配置により実現されてもよい。
【０１４９】
　この際、伝送側ユーザー機器側の装置は、最も小さいセル帯域に基づいてデータ信号の
ための初送リソースと再送リソースとを確定する。
【０１５０】
　＜３.第３の実施例＞
　Ｄ２Ｄ通信において、発見過程がオプションであり、それがＰＵＳＣＨリソース伝送Ｍ
ＡＣ　ＰＤＵ（プロトコル　データ　ユニット）が占めるにより実現される。発見信号の
伝送時間は予め定義された発見周期により決定され、当該周期内において、当該ＭＡＣ　
ＰＤＵを繰り返して伝送することが可能である。Ｄ２Ｄ通信における発見過程とデータ通
信過程の違いは、主に発見過程が半二重であり、これは、Ｄ２Ｄ通信を行うあるユーザー
機器が発見信号を伝送する際に他のユーザー機器から伝送する発見信号を受信できないこ
とを意味する。従って、発見信号に対する時間周波数リソース割り当て方案において、同
時に時間領域と周波数領域リソースとの割り当てを考慮する必要がある。
【０１５１】
　発見信号について、予め発見信号リソースプールが配置され発見信号の伝送及び受信に
専用するので、当該リソースプールにおいて伝送及び受信する全ての信号がいずれも発見
信号と認められる。当該発見信号リソースプールはシステムが予め確定した又は基地局或
いはクラスタヘッドにより例えば半静的に確定されてもよい。
【０１５２】
　また、Ｄ２Ｄ通信において、発見信号のための通信リソースの割り当て形態に応じて、
発見信号に適する異なる時間周波数リソース割り当て方案を設計することが可能である。
なお、発見信号の重要性に起因して、Ｄ２Ｄ通信においてデフォルトで再送を行う必要が
あり、周波数ホッピングをサポートすることができる。本開示の多くの好適な例において
、デフォルトで発見信号再送に周波数ホッピング技術を応用する。オプションとして、基
地局側又はクラスタヘッド側により周波数ホッピング技術を応用するか否かを決定し、周
波数ホッピング技術を応用するか否かを指示する識別子をシステム情報ブロックに含ませ
てユーザー機器にブロードキャストしてもよい。又は、オプションとして、ユーザー機器
が自分で周波数ホッピングを行うか否かを決定してもよい。
【０１５３】
　また、なお、発見信号に事前のスケジューリング割り当て情報通知がなく、身元認証情
報（例えばＲＮＴＩ等のＩＤ）も含まないので、物理レイヤにおいて、発見信号を受信し
たユーザー機器は当該発見信号がどちらのユーザー機器から送信されるかが分からない。
従って、如何に同一ユーザー機器が複数回送信する発見信号を追従するのかは難しい問題
となっている。本開示は、発見信号のための時間周波数リソース割り当て方案を進歩性に
設計し、一回あたりの伝送リソースに対応する時間、周波数と次回の伝送リソースの時間
、周波数とが関連付けられる。発見過程において、受信側ユーザー機器は発見信号リソー
スプールにおける全ての発見信号をモニタリングするとともに、初めて発見信号を受信し
た場合に、当該発見信号が存在する時間周波数リソースに応じて予定の時間周波数リソー
ス割り当て方案と併せて次に伝送する毎の発見信号が存在する時間周波数リソースを確定
することにより、次に伝送する全ての発見信号を受け取るとともに、上位レイヤプロトコ
ルにより全ての発見信号を復号化することで発見信号に含まれる具体的な情報（例えば，
伝送側ユーザー機器のＩＤ等）を確定する。
【０１５４】
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　＜３-１.　Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの時間周波数リソースの割り当て方案設計＞
　図１４ないし図１７を参考して本開示の第３の実施例によるＤ２Ｄ通信のＴｙｐｅ１発
見メカニズムでの発見信号伝送に対する時間周波数リソース割り当て方案設計を記述する
。
【０１５５】
　Ｔｙｐｅ１発見メカニズムとは、発見信号伝送のためのリソース（時間領域と周波数領
域リソースとを含む）の割り当てがユーザー機器に基づくものではなく、全てのユーザー
機器又は一組のユーザー機器がこれらのリソースを共有し、これらのリソースが予め割り
当てられることが可能であることを指す。このリソース割り当て方式は実質的に分布型の
リソース割り当てに属するので、従って、如何にユーザー機器が自分で選択する時間周波
数リソース間の衝突及び半二重の不利な要因を最大限に避けるかは、この場合の時間周波
数リソース割り当て方案設計の重点であろう。
【０１５６】
　本開示の発明者は設計する際に、異なるユーザー機器が同一時間周波数リソースを選択
する可能性をできるだけ低減するとともに、同一時間周波数リソースをランダムに選択し
たユーザー機器に対して、後続の再送においてそれが使用する時間リソースをなるべく隔
てる。
【０１５７】

【０１５８】
【数５】

【０１５９】
　図１４は当該時間周波数リソース割り当て方案によって得られる時間周波数リソースの
分布図を示す。図１４に示すように、一回あたりの伝送が占める時間領域と周波数領域リ
ソースとがいずれも異なる。理解すべきことは、ここで記述する時間周波数リソース割り
当て方案は一例に過ぎず限定されるものではなく、そして当業者が設計原則に応じて異な
る時間周波数リソース割り当て方案を設計することが可能である。
【０１６０】
　Ｔｙｐｅ１発見メカニズムにおいて、発見信号リソースプール、発見周期、及び再送回
数関連情報（再送回数又は再送周期）の配置情報は、システム情報ブロックに含ませるこ
とにより、ブロードキャストの方式によりＤ２Ｄ通信を行う全てのユーザー機器に通知さ
れることができる。前に記述された例と類似して、発見信号リソースプール、発見周期等
の情報がシステムが予め設定したものである場合に、配置情報にこれらの情報を含まなく
てもよい。
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【０１６１】
　［３-１-１.　Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの基地局側／クラスタヘッド側の配置の一
例］
　次に、図１５を参考してＴｙｐｅ１発見メカニズムでの基地局側／クラスタヘッド側の
装置の機能構成の一例を記述する。図１５は本開示の第３の実施例によるＴｙｐｅ１発見
メカニズムでの基地局側／クラスタヘッド側の装置の機能構成の一例を示すブロック図で
ある。
【０１６２】
　図１５に示すように、装置１５００は、配置情報生成ユニット１５０２と、システム情
報生成ユニット１５０４と、伝送ユニット１５０６とを含むことができる。
【０１６３】
　配置情報生成ユニット１５０２は、再送回数関連情報と発見信号のための発見周期情報
とを含む配置情報を生成するように配置されることができる。発見周期において、Ｄ２Ｄ
通信を行うユーザー機器が発見信号を伝送する。その中、本開示の幾つかの例において、
発見周期が特定の一定の時期であってもよく、その配置情報が例えば発見開始時間、発見
終了時間を含み、本開示の他の幾つかの例において、発見周期が循環して重複時間区間で
あってもよく、その配置情報が例えば発見周期の長さ、重複周期を含む。理解すべきこと
は、ここの再送回数関連情報とは再送周期又は再送回数を指してもよい。
【０１６４】
　好ましくは、配置情報生成ユニット１５０２が生成した配置情報には発見信号伝送のた
めの発見信号リソースプールの情報をさらに含んでもよく、当該発見信号リソースプール
がＤ２Ｄ通信を行う全てのユーザー機器により共有される。代わりに、当該発見信号リソ
ースプールは、基地局／クラスタヘッドにより割り当てる必要がなく、予め配置されてい
てもよい。
【０１６５】
　システム情報生成ユニット１５０４は、配置情報をシステム情報ブロックに含ませるよ
うに配置されることができる。
【０１６６】
　伝送ユニット１５０６は、システム情報ブロックを例えばブロードキャストの方式によ
りＤ２Ｄ通信を行うユーザー機器に送信するように配置されることができる。
【０１６７】
　［３-１-２.　Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの伝送側ユーザー機器側の配置の一例］
　次に、図１６を参考して本開示の第３の実施例によるＴｙｐｅ１発見メカニズムでの伝
送側ユーザー機器側の装置の機能構成の一例を記述する。図１６は本開示の第３の実施例
によるＴｙｐｅ１発見メカニズムでの伝送側ユーザー機器側の装置の機能構成の一例を示
すブロック図である。
【０１６８】
　図１６に示すように、装置１６００は、発見周期情報受信ユニット１６０２と、再送回
数情報受信ユニット１６０４と、発見信号リソースプール情報受信ユニット１６０６と、
伝送リソース確定ユニット１６０８と、発見信号伝送ユニット１６１０とを含むことがで
きる。
【０１６９】
　発見周期情報受信ユニット１６０２は、発見信号を伝送するための発見周期の情報を受
信するように配置されることができる。
【０１７０】
　再送回数情報受信ユニット１６０４は、発見周期において発見信号を再送する回数に関
する情報を受信するように配置されることができる。当該再送回数関連情報が再送回数又
は再送周期であってもよい。
【０１７１】
　発見信号リソースプール情報受信ユニット１６０６は、発見信号伝送のための発見信号
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リソースプールの情報を受信するように配置されることができる。理解すべきことは、発
見信号リソースプールが予め配置された場合に、発見信号リソースプール受信ユニット１
６０６を設置しなくてもよい。
【０１７２】
　伝送リソース確定ユニット１６０８は、発見信号リソースプールから発見信号の初回伝
送のための初送リソースをランダムに選択するとともに、予定のジャンプ関数（例えば、
前記例示する際に時間周波数リソース割り当て方案）に基づいて発見周期内で他の一回あ
たりの伝送リソースの時間領域と周波数領域と異なる再送回数の再送リソースを周期的に
選択するように配置されることができる。
【０１７３】
　発見信号伝送ユニット１６１０は、再送回数関連情報に応じて、確定された初送リソー
スと再送リソースとで発見信号を繰り返して伝送するように配置されることができる。
【０１７４】
　理解すべきことは、前記のように、ここの発見周期情報受信ユニット１６０２と、再送
回数情報受信ユニット１６０４と、発見信号リソースプール情報受信ユニット１６０６と
、発見信号伝送ユニット１６１０とがいずれも例えば信号送受信ユニットにより実現され
てもよく、そして、伝送リソース確定ユニット１６０８が例えば制御ユニットにより実現
されてもよい。具体的な信号送受信ユニットと制御ユニットとが端末製品における例えば
無線通信インタフェース、プロセッサ等の素子の配置により実現されてもよい。
【０１７５】
　＜３-１-３.　Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの受信側ユーザー機器側の配置の一例＞
　次に、図１７を参考して本開示の第３の実施例によるＴｙｐｅ１発見メカニズムでの受
信側ユーザー機器側の装置の機能構成の一例を記述する。図１７は本開示の第３の実施例
によるＴｙｐｅ１発見メカニズムでの受信側ユーザー機器側の装置の機能構成の一例を示
すブロック図である。
【０１７６】
　図１７に示すように、装置１７００は、発見周期情報受信ユニット１７０２と、再送回
数情報受信ユニット１７０４と、発見信号リソースプール情報受信ユニット１７０６と、
伝送リソース確定ユニット１７０８と、発見信号受信ユニット１７１０と、発見信号復号
化ユニット１７１２とを含むことができる。なお、発見周期情報受信ユニット１７０２と
、再送回数情報受信ユニット１７０４と、発見信号リソースプール情報受信ユニット１７
０６との機能構成の一例は前記図１６に示す発見周期情報受信ユニット１６０２と、再送
回数情報受信ユニット１６０４と、発見信号リソースプール情報受信ユニット１６０６と
の機能構成の一例と同じであるので、ここで重複して記述しない。ここで伝送リソース確
定ユニット１７０８と、発見信号受信ユニット１７１０と、発見信号復号化ユニット１７
１２との機能構成の一例のみを詳細に記述する。
【０１７７】
　発見信号受信ユニット１７１０は、発見周期内で発見信号リソースプールに対応する周
波数領域範囲をモニタリングするように配置されることができ、そして、発見信号を受信
した場合に、伝送リソース確定ユニット１７０８は、当該発見信号が存在する時間周波数
リソースと予定のジャンプ関数とに応じて次回の発見信号伝送のための時間周波数リソー
スを確定するように配置されることができ、これにより、発見信号受信ユニット１７１０
は、確定された一回あたりの発見信号伝送のための時間周波数リソースに応じて相手ユー
ザー機器から伝送する全ての発見信号を受信することができる。
【０１７８】
　発見信号復号化ユニット１７１２は、受信された全ての発見信号に対して例えば上位レ
イヤの統合復号化を行って発見信号に含まれる情報を取得するように配置されることがで
きる。例えば、当該情報には相手ユーザー機器のＩＤ（例えば、無線ネットワーク一時識
別子（ＲＮＴＩ））等が少なくとも含まれる。受信側ユーザー機器に相手ユーザー機器と
Ｄ２Ｄ通信を行うか否かを確定させるために、当該情報に相手ユーザー機器Ｄ２Ｄ通信の
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【０１７９】
　理解すべきことは、前記のように、ここの発見周期情報受信ユニット１７０２と、再送
回数情報受信ユニット１７０４と、発見信号リソースプール情報受信ユニット１７０６と
、発見信号受信ユニット１７１０とがいずれも例えば信号送受信ユニットにより実現され
てもよく、そして、伝送リソース確定ユニット１７０８と発見信号復号化ユニット１７１
２とが例えば制御ユニットにより実現されてもよい。
【０１８０】
　［３-２.　Ｔｙｐｅ２（Ｔｙｐｅ２ＡとＴｙｐｅ２Ｂとを含む）発見メカニズムでの時
間周波数リソース割り当て方案設計］
　以下図１８を参考して本開示の第３の実施例によるＤ２Ｄ通信のＴｙｐｅ２発見メカニ
ズムでの発見信号伝送に対する時間周波数リソース割り当て方案設計を記述する。
【０１８１】
　Ｔｙｐｅ２発見メカニズムとは発見信号のためのリソースの割り当てがユーザー機器に
基づくことを指し、それがＴｙｐｅ２ＡとＴｙｐｅ２Ｂの二つのモードに細かく分け、な
お、Ｔｙｐｅ２Ａとは一回あたりの発見信号伝送においてそのリソースを独立して割り当
て、基地局又はクラスタヘッドにより統合的に割り当てることを指し、Ｔｙｐｅ２Ｂとは
、発見信号伝送のためのリソースが半静的に配置されることを指す。
【０１８２】
　Ｔｙｐｅ２Ａ発見メカニズムでの時間周波数リソース割り当て方案は既存の基地局によ
りユーザー機器に初送リソースと再送リソースとをまとめて割り当てる形態と類似するの
で、ここで重複して記述しない。伝送側ユーザー機器が、割り当てられた発見信号の一回
あたりの伝送のための時間周波数リソース上で発見信号を伝送し、受信側ユーザー機器が
発見信号リソースプールに対応する周波数領域範囲をモニタリングし、発見信号を受信し
た後、当該発見信号が存在する時間周波数リソースに応じて、予定のアルゴリズムと併せ
て後続の再送の発見信号が存在する時間周波数リソースを推計することにより、伝送する
全ての発見信号を受信する。理解すべきことは、周波数ホッピング技術を応用する場合に
は、割り当てられる、発見信号の伝送あたりのための時間領域と周波数領域リソースとが
いずれも前回の伝送が占める時間領域と周波数領域リソースと異なることを確定するはず
である。Ｔｙｐｅ２Ａにおいて、初送リソースが統合管理装置により各伝送待ちユーザー
機器にまとめて割り当てられるので、複数の伝送側ユーザー機器が同じ時間周波数リソー
スを利用して初送することが発生せず、従って、図２と類似する形態を利用して周波数ホ
ッピングを行って再送周波数領域リソースを確定して、時間領域において例えば、ｎのサ
ブフレームごとに（ｎが例えば０よりも大きい）対応する時間領域を再送時間領域とする
ようにまとめる。以下Ｔｙｐｅ２Ｂ発見メカニズムでの時間周波数リソース割り当て方案
のみを詳細に記述する。
【０１８３】
　まず、基地局又は中心ノード（例えば、クラスタヘッド）によりＤ２Ｄ通信を行うこと
を要求するユーザー機器の数に応じて発見信号伝送のための発見信号リソースプールを、
互いに直交する複数のサブリソースプールに区分するとともに（例えば、各サブリソース
プールと他のサブリソースプールに含まれるリソースブロックとがいずれも異なる）、こ
れらの複数のリソースプールを、Ｄ２Ｄ通信を行うことを要求するユーザー機器にそれぞ
れに割り当てもよい。また、各ユーザー機器が利用可能な再送回数がユーザー機器全体の
数に応じて確定されてもよい。理解すべきことは、各サブリソースプールが互いに直交す
るので、発見信号を送信するために異なるユーザー機器が同一時間周波数リソースを選択
した可能性を避ける。例示的形態として、以下の形態により時間領域と周波数領域リソー
スの割り当てを行うが、本開示はこれに限定されない。
【０１８４】
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【０１８５】
　その後のｋ回目の伝送が占める周波数領域リソースｆ（ｋ）と時間領域ｔ（ｋ）とはそ
れぞれ：
【０１８６】

【数６】

【０１８７】

【０１８８】
　当該発見メカニズムにおいて、基地局／クラスタヘッドは専用のシグナリング（例えば
、無線リソース制御プロトコル（ＲＲＣ）シグナリング）によりユーザー機器に、区分さ
れたサブリソースプール情報及び再送回数関連情報（例えば、再送周期又は再送回数）を
通知する。また、当該専用のシグナリングには発見周期の配置情報をさらに含んでもよい
。
【０１８９】
　［３-２-１.　Ｔｙｐｅ２Ｂ発見メカニズムでの基地局側／クラスタヘッド側の配置の
一例］
　Ｔｙｐｅ２Ａ発見メカニズムにおいて、基地局側／クラスタヘッド側、伝送側ユーザー
機器側、及び受信側ユーザー機器側の配置はＴｙｐｅ１発見メカニズムと類似し、区別す
ることは、この際基地局側がさらに例えばシングルセルｍｏｄｅ１通信モードにおけるリ
ソーススケジューラ４０６とリソース割り当て情報生成ユニット４０８とを設置して発見
信号伝送のための伝送リソース（少なくとも初送リソースを含み、再送リソースを含んで
もよい）を割り当て伝送リソースの指示情報を生成する必要があるとともに、伝送ユニッ
トにより伝送リソースの指示情報を伝送側ユーザー機器に送信し、伝送側ユーザー機器側
が発見信号のための初送リソースを選択する必要がなく、相応するリソース受信ユニット
を設置して基地局又はクラスタヘッドの割り当てる伝送リソースを受信する必要がある。
他の詳細に記述しない内容について、Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの相応箇所の記述を参
考し、ここで重複しない。
【０１９０】
　次に図１８を参考して本開示の第３の実施例によるＴｙｐｅ２Ｂ発見メカニズムでの基
地局側／クラスタヘッド側の装置の機能構成の一例を記述する。図１８は本開示の第３の
実施例によるＴｙｐｅ２Ｂ発見メカニズムでの基地局側／クラスタヘッド側の装置の機能
構成の一例を示すブロック図である。
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【０１９１】
　図１８に示すように、装置１８００は、配置情報生成ユニット１８０２と、リソースプ
ール区分ユニット１８０４と、伝送ユニット１８０６とを含むことができる。
【０１９２】
　配置情報生成ユニット１８０２は、再送回数関連情報と発見周期情報とを含む配置情報
を生成するように配置されることができる。
【０１９３】
　リソースプール区分ユニット１８０４は、Ｄ２Ｄ通信を行うことを要求するユーザー機
器の数に応じて予め配置された発見信号リソースプールを、互いに直交する複数のサブリ
ソースプールに区分するように配置されることができる。
【０１９４】
　伝送ユニット１８０６は、専用のシグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）により
配置情報とサブリソースプールの情報とを相応するユーザー機器に送信するように配置さ
れることができる。オプションとして、基地局側／クラスタヘッド側により発見信号リソ
ースプールを配置する場合に、伝送ユニット１８０６は、さらに、ブロードキャスト方式
により発見信号リソースプールの情報を各ユーザー機器に伝送してもよい。
【０１９５】
　［３-２-２.　Ｔｙｐｅ２Ｂ発見メカニズムでのユーザー機器側の配置の一例］
　Ｔｙｐｅ２Ｂ発見メカニズムにおいて、ユーザー機器側（伝送側ユーザー機器側と受信
側ユーザー機器側を含む）の装置の機能構成は前記Ｔｙｐｅ１発見メカニズムでの機能構
成と類似し、区別することは、伝送リソース確定ユニットがＴｙｐｅ１発見メカニズムと
異なるアルゴリズム／ジャンプ関数に応じて再送リソースを確定する。また、伝送側ユー
ザー機器は、基地局側／クラスタヘッド側が割り当てる、当該ユーザー機器が発見信号を
送信するためのサブリソースプールの情報を受信するように配置されるサブリソースプー
ル情報受信ユニットがさらに設置されてもよく、その中、各ユーザー機器のためのサブリ
ソースプールが互いに直交する。従って、伝送側ユーザー機器は、それに割り当てたサブ
リソースプールから発見信号のための初送リソースをランダムに選択し、予定のアルゴリ
ズムに応じて再送リソースを確定するとともに、確定された初送リソースと再送リソース
上に相手ユーザー機器へ発見信号を繰り返して送信する。Ｔｙｐｅ１発見メカニズムにお
ける発見信号リソースプール情報受信ユニットを多重して前記サブリソースプール情報を
受信し、受信されるリソースプール内容のみが異なることが理解される。受信側ユーザー
機器は、初めて発見信号を受信した後、当該発見信号が存在する時間周波数リソースに応
じて、Ｔｙｐｅ２Ｂ発見メカニズムでの予定のアルゴリズムに基づいて後続の再送の発見
信号が存在する時間周波数リソースを推計することにより、推計された後続の時間周波数
リソースをモニタリングすることで伝送する全ての発見信号を受信する。
【０１９６】
　＜４.第４の実施例＞
　Ｄ２Ｄ通信において、前記伝送側ユーザー機器が受信側ユーザー機器へ伝送するスケジ
ューリング割り当て情報について、本開示の幾つかの例においても再送を行うように設計
され、且つそれが再送周波数ホッピングもサポートするが、受信側ユーザー機器に具体的
な伝送リソース情報及び周波数ホッピングを行うか否か（例えばデフォルトで周波数ホッ
ピングを行う）を通知する必要がない。スケジューリング割り当て情報の周波数ホッピン
グ方案はデータ信号に対する周波数ホッピング方案と類似するので，ここで重複して記述
しない。
【０１９７】
　具体的に、伝送側ユーザー機器は、受信された再送回数関連情報に応じて、予め設置さ
れたスケジューリング割り当て情報リソースプールにおいて（例えば、ＲＲＣシグナリン
グにより半静的に配置する又は静的に配置する）選択した初送リソースと再送リソース上
に受信側ユーザー機器へスケジューリング割り当て情報を繰り返して送信してもよい。相
応に、受信側ユーザー機器は、受信された再送回数関連情報に応じて、予め配置されたス
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ケジューリング割り当て情報リソースプールに対応する周波数範囲で伝送側ユーザー機器
からの全てのスケジューリング割り当て情報をモニタリングしてもよい。即ち、受信側ユ
ーザー機器は予め配置されたスケジューリング割り当て情報リソースプールを検索する（
即ち、ブラインド検出）とともに、伝送あたりのスケジューリング割り当て情報を受信す
る。例えば、受信側ユーザー機器は例えばスケジューリング割り当て情報を担持する信号
に含まれるＲＮＴＩに応じて自分に送信する全てのスケジューリング割り当て情報を検出
してもよい。
【０１９８】
　以上例示として装置実施例の機能構成の一例を記述したが、当業者であれば本開示の原
理に応じて、修正、組み合わせ、添加及び／又は削除を行うことができ、このような変形
がもちろん本開示の範囲に属するものと了解される。
【０１９９】
　以上の装置実施例に対応して、本開示は相応する方法実施例をさらに提供する。
【０２００】
　図１９は本開示の実施例による無線通信システムにおける方法の一例手順を示すフロー
チャートである。
【０２０１】
　図１９に示すように、当該方法は、配置情報生成ステップＳ１９０２と、伝送ステップ
Ｓ１９０４とを含む。
【０２０２】
　配置情報生成ステップＳ１９０２において、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行う
ユーザー機器間の信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関連情報を含む、Ｄ２
Ｄ（Device　to　Device）通信を行うためのユーザー機器の配置情報を生成する。
【０２０３】
　伝送ステップＳ１９０４において、生成した配置情報をＤ２Ｄ（Device　to　Device）
通信を行うユーザー機器に伝送する。
【０２０４】
　図２０は本開示の他の一実施例の無線通信システムにおける方法の一例手順を示すフロ
ーチャートである。
【０２０５】
　図２０に示すように、当該方法は、信号送受信ステップＳ２００２と、制御ステップＳ
２００４とを含むことができる。
【０２０６】
　信号送受信ステップＳ２００２において、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユ
ーザー機器間の信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報
を受信する。
【０２０７】
　制御ステップＳ２００４において、受信された再送回数関連情報に応じて、信号送受信
ステップＳ２００２で相手ユーザー機器へ信号を繰り返して伝送するように制御する。理
解すべきことは、ここの信号にはデータ信号、発見信号及びスケジューリング割り当て情
報の少なくとも一つを含む。
【０２０８】
　図２１は本開示の他の一実施例による無線通信システムにおける方法の一例手順を示す
フローチャートである。
【０２０９】
　図２１に示すように、当該方法は、信号送受信ステップＳ２１０２と、制御ステップＳ
２１０４とを含むことができる。
【０２１０】
　信号送受信ステップＳ２１０２において、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユ
ーザー機器の信号伝送の再送回数に関する情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を
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受信する。
【０２１１】
　制御ステップＳ２１０４において、受信された再送回数関連情報に応じて、信号送受信
ステップＳ２００２で相手ユーザー機器から伝送する全ての信号を受信するように制御す
る。
【０２１２】
　なお、ここの方法実施例は前記装置実施例に対応するので、方法実施例において詳細に
記述しない内容について、装置実施例における相応箇所の記述を参考し、ここで重複して
記述しない。
【０２１３】
　理解すべきことは、本開示の実施例による記憶媒体とプログラム製品における機械が実
行可能な命令はさらに、前記装置実施例に対応する方法を実行するように配置されるので
、ここで詳細に記述しない内容について、前の相応箇所の記述を参考し、ここで重複して
記述しない。
【０２１４】
　相応に、前記した機械が実行可能な命令コードを含むプログラム製品を搭載するための
記憶媒体も本発明の開示に含まれる。前記記憶媒体は、フロッピーディスク、光ディスク
、磁気光ディスク、メモリカード、メモリスティックなどが含まれるが、それらに限定さ
れない。
【０２１５】
　また、さらに指摘すべきことは、前記の一連の処理と装置はソフトウェア及び／又はフ
ァームウェアで実現できる。ソフトウェア或いはファームウェアで実現する場合、記憶媒
体或いはネットワークから専用ハードウェア構造を有するコンピュータ、例えば図２２に
示す汎用パーソナルコンピューター２２００に当該ソフトウェアを構成するプログラムを
インストールし、当該コンピュータは各種のプログラムがインストールされている場合、
各種の機能等を実行できる。
【０２１６】
　図２２において、演算処理ユニット（ＣＰＵ）２２０１は、読取専用メモリ（ＲＯＭ）
２２０２に記憶されているプログラム或いは記憶部２２０８からランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）２２０３にロードしたプログラムに基づいて各種の処理を実行する。ＲＡＭ２
２０３にも、必要に応じてＣＰＵ２２０１が各種の処理等を実行する際に必要なデータが
記憶される。
【０２１７】
　ＣＰＵ２２０１、ＲＯＭ２２０２、ＲＡＭ２２０３はバス２２０４を介して互いに接続
されている。入力／出力インタフェース２２０５もバス２２０４に接続されている。
【０２１８】
　入力部２２０６（キーボード、マウス等を含む）、出力部２２０７（ディスプレイ、例
えば陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）等、スピーカ等を含む）、記憶部
２２０８（ハードディスク等を含む）、通信部２２０９（ネットワークインターフェース
カード例えばＬＡＮカード、モデム等を含む）が入力／出力インタフェース２２０５に接
続される。通信部２２０９は、ネットワーク、例えばインターネットを介して通信処理を
実行する。
【０２１９】
　必要に応じて、ドライバー２２１０も入力／出力インタフェース２２０５に接続される
。リムーバブルメディア２２１１、例えばディスク、光ディスク、光磁気ディスク、半導
体メモリ等は、必要に応じてドライバー２２１０に装着され、その中から読み出したコン
ピュータプログラムが必要に応じて記憶部２２０８にインストールされるようになる。
【０２２０】
　ソフトウェアで前記一連の処理を実現する場合、ネットワーク、例えばインターネット
或いは記憶装置、例えばリムーバブルメディア２２１１からソフトウェアを構成するプロ
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グラムをインストールする。
【０２２１】
　当業者であれば、この種の記憶媒体は、図２２に示す、その中にプログラムが記憶され
装置に別途配分してユーザーにプログラムを提供するリムーバブルメディア２２１１に限
定されないことが理解される。リムーバブルメディア２２１１の例は、磁気ディスク（フ
ロッピーディスク（登録商標））、光ディスク（光ディスク読取専用メモリ（ＣＤ－ＲＯ
Ｍ）とデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）を含む）、光磁気ディスク（ミニディスク（Ｍ
Ｄ）（登録商標）を含む）、半導体メモリを含む。又は、記憶媒体は、ＲＯＭ２２０２、
記憶部２２０８に含まれるハードディスク等であってもよく、その中にプログラムが記憶
され、且つこれらを含む装置と一緒にユーザーに配分される。
【０２２２】
　＜５.応用の一例＞
　本開示内容の技術は各種の製品に応用することができる。
【０２２３】
　例えば、基地局は、何らかのタイプのｅＮＢ、例えばマクロｅＮＢとスモールｅＮＢと
して実現されることが可能である。スモールｅＮＢはマクロセルより小さいセルをカバー
するｅＮＢ、例えばピコファラドｅＮＢ、マイクロｅＮＢ、ホーム（フェムト）ｅＮＢで
あってもよい。その代わりに、基地局は、何らかの他のタイプの基地局、例えばＮｏｄｅ
Ｂとベーストランシーバ基地局（ＢＴＳ）として実現されることが可能である。基地局は
、無線通信を制御するように配置される本体（基地局デバイスとも称する）と、本体と異
なる箇所に設置される一つ又は複数のリモート無線ヘッド（ＲＲＨ）とを含んでもよい。
また、以下記述する各種のタイプの端末は、基地局機能を一時又は半恒久的に実行するこ
とにより基地局として作動する。
【０２２４】
　例えば，ユーザー機器は移動端末（例えばスマートフォン、タブレットパソコンコンピ
ューター（ＰＣ）、ノートＰＣ、携帯型ゲーム端末、携帯型／ウオッチドッグ型移動ルー
タとデジタル撮像装置）又は車載端末（例えば自動車ナビゲーション装置）として実現さ
れることが可能である。端末装置３００は、マシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信を実行する
端末（マシン型通信（ＭＴＣ）端末とも称する）として実現されることが可能である。ま
た、ユーザー機器、前記端末における端末ごとに取り付けられた無線通信モジュール（例
えば単一のチップの集成回路モジュール）であってもよい。
【０２２５】
　［５-１.基地局の応用一例について］
　（第１の応用の一例）
　図２３は本開示の内容の技術を応用できるｅＮＢの模式的な配置を第１の例を示すブロ
ック図である。ｅＮＢ２３００は、一つ又は複数のアンテナ２３１０及び基地局デバイし
２３２０を含む。基地局デバイス２３２０と各アンテナ２３１０はＲＦケーブルを介して
互いに接続され得る。
【０２２６】
　アンテナ２３１０の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、多入力多出力（
ＭＩＭＯ）アンテナに含まれる複数のアンテナ素子）を含み、基地局装置２３２０による
無線信号の送受信のために用いられる。ｅＮＢ２３００は、図２３に示したように複数の
アンテナ２３１０を含み、複数のアンテナ２３１０は、例えばｅＮＢ２３００が使用する
複数の周波数帯域に共用してもよい。なお、図２３にはｅＮＢ２３００が複数のアンテナ
２３１０を含む例を示したが、ｅＮＢ２３００は単一のアンテナ２３１０を含んでもよい
。
【０２２７】
　基地局デバイス２３２０は、コントローラ２３２１、メモリ２３２２、ネットワークイ
ンタフェース２３２３、及び無線通信インタフェース２３２５を含む。
【０２２８】
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　コントローラ２３２１は、例えばＣＰＵ又はＤＳＰであってよく、基地局デバイス２３
２０の上位レイヤの様々な機能を操作する。例えば、コントローラ２３２１は、無線通信
インタフェース２３２５により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、
生成したパケットをネットワークインタフェース２３２３を介して転送する。コントロー
ラ２３２１は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによ
りバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、
コントローラ２３２１は、無線リソース管理、無線ベアラ制御、移動性管理、流入制御、
及びスケジューリングのような制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該
制御は、周辺のｅＮＢ又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ
２３２２は、ＲＡＭ及びＲＯＭを含み、コントローラ２３２１により実行されるプログラ
ム、及び様々な制御データ（例えば、端末リスト、伝送電力データ及びスケジューリング
データなど）を記憶する。
【０２２９】
　ネットワークインタフェース２３２３は基地局デバイス２３２０をコアネットワーク２
３２４に接続するための通信インタフェースである。コントローラ２３２１はネットワー
クインタフェース２３２３を介してコアネットワークノード又は他のｅＮＢと通信しても
よい。この場合、ｅＮＢ２３００とコアネットワークノード又は他のｅＮＢとはロジック
インタフェース（例えばＳ１インタフェースとＸ２インタフェース）により互いに接続さ
れる。ネットワークインタフェース２３２３は有線通信インタフェース、又は無線バック
ホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース２
３２３が無線通信インタフェースであると、ネットワークインタフェース２３２３は無線
通信インタフェース２３２５により使用される周波数帯域よりも高い周波数帯域を無線通
信に使用してもよい。
【０２３０】
　無線通信インタフェース２３２５は、いずれかのセルラー通信方式（例えば、ＬＴＥ（
Long　Term　Evolution）、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）をサポートし、アンテナ２３１
０を介して、ｅＮＢ２３００のセル内に位置する端末までの無線接続を提供する。無線通
信インタフェース２３２５は、一般、ベースバンド（ＢＢ）プロセッサ２３２６及びＲＦ
回路２３２７を含み得る。ＢＢプロセッサ２３２６は、例えば、符号化／復号化、変調／
復調及び多重化／逆多重化を実行してもよく、レイヤ（例えばＬ１、媒体アクセス制御（
ＭＡＣ）、無線リンク制御（ＲＬＣ）、パケットデータ収束プロトコル（ＰＤＣＰ））の
さまざまな信号処理を実行する。コントローラ２３２１の代わりに、ＢＢプロセッサ２３
２６は前記ロジック機能の一部又は全部を有し得る。ＢＢプロセッサ２３２６は通信制御
プログラムを記憶するメモリであってもよく、又はプログラムを実行するように配置され
るプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよい。ＢＢプロセッサ２３２
６の機能はプログラムの更新により変更可能であってもよい。当該モジュールは基地局デ
バイス２３２０のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよい。代わり
に、当該モジュールはカード若しくはブレードに搭載されるチップであってもよい。一方
、ＲＦ回路２３２７は例えばミキサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ２３
１０を介して無線信号を送受信する。
【０２３１】
　図２３に示すように、無線通信インタフェース２３２５は複数のＢＢプロセッサ２３２
６を含み得る。例えば、複数のＢＢプロセッサ２３２６はｅＮＢ　２３００が使用する複
数の周波数帯域に共用される。図２３に示すように、無線通信インタフェース２３２５は
複数のＲＦ回路２３２７を含み得る。例えば、複数のＲＦ回路２３２７は複数のアンテナ
素子に共用される。図２３は無線通信インタフェース２３２５に複数のＢＢプロセッサ２
３２６と複数のＲＦ回路２３２７とを含む例を示したが、無線通信インタフェース２３２
５は単一のＢＢプロセッサ２３２６又は単一のＲＦ回路２３２７を含んでもよい。
【０２３２】
　（第２の応用の一例）
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　図２４は本開示の内容の技術を応用できるｅＮＢの模式的な配置の第２の例を示すブロ
ック図である。ｅＮＢ２４３０は一つ又複数のアンテナ２４４０と、基地局デバイス２４
５０と、ＲＲＨ２４６０とを含み得る。ＲＲＨ２４６０は各アンテナ２４４０とＲＦケー
ブルケーブルを介して互いに接続され得る。基地局デバイス２４５０とＲＲＨ２４６０は
例えば光ファイバケーブルの高速回線で互いに接続され得る。
【０２３３】
　アンテナ２４４０の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテ
ナに含まれる複数のアンテナ素子）を含み、ＲＲＨ２４６０による無線信号の送受信のた
めに用いられる。図２４に示すように、ｅＮＢ２４３０は複数のアンテナ２４４０を含み
得る。例えば、複数のアンテナ２４４０はｅＮＢ２４３０が使用する複数の周波数帯域に
共用されてもよい。図２４はｅＮＢ２４３０が複数のアンテナ２４４０を含む例を示した
が、ｅＮＢ２４３０は単一のアンテナ２４４０を含んでもよい。
【０２３４】
　基地局デバイス２４５０は、コントローラ２４５１、メモリ２４５２、ネットワークイ
ンタフェース２４５３、無線通信インタフェース２４５５、及び接続インタフェース２４
５７を含む。コントローラ２４５１、メモリ２４５２、及びネットワークインタフェース
２４５３は図２３を参考して記述されたコントローラ２３２１、メモリ２３２２、及びネ
ットワークインタフェース２３２３と同じである。
【０２３５】
　無線通信インタフェース２４５５はいずれかのセルラー通信方式（例えばＬＴＥ、ＬＴ
Ｅ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）をサポートし、ＲＲＨ２４６０とアンテナ２４４０とを介してＲ
ＲＨ２４６０に対応するセクタ内に位置する端末までの無線接続を提供する。無線通信イ
ンタフェース２４５５は、一般、例えばＢＢプロセッサ２４５６を含んでもよい。ＢＢプ
ロセッサ２４５６が接続インタフェース２４５７を介してＲＲＨ２４６０のＲＦ回路２４
６４と接続されることを除き、ＢＢプロセッサ２４５６は図２３を参考して記述されたＢ
Ｂプロセッサ２３２６と同じである。図２４に示すように、無線通信インタフェース２４
５５は複数のＢＢプロセッサ２４５６を含んでもよい。例えば，複数のＢＢプロセッサ２
４５６はｅＮＢ２４３０が使用する複数の周波数帯域に共用されてもよい。図２４は無線
通信インタフェース２４５５が複数のＢＢプロセッサ２４５６を含む例を示したが、無線
通信インタフェース２４５５は単一のＢＢプロセッサ２４５６を含んでもよい。
【０２３６】
　接続インタフェース２４５７は基地局デバイス２４５０（無線通信インタフェース２４
５５）をＲＲＨ２４６０に接続するためのインタフェースである。接続インタフェース２
４５７は基地局デバイス２４５０（無線通信インタフェース２４５５）をＲＲＨ２４６０
と接続する前記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０２３７】
　ＲＲＨ２４６０は接続インタフェース２４６１と無線通信インタフェース２４６３とを
含む。
【０２３８】
　接続インタフェース２４６１はＲＲＨ２４６０（無線通信インタフェース２４６３）を
基地局デバイス２４５０に接続するためのインタフェースである。接続インタフェース２
４６１は前記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０２３９】
　無線通信インタフェース２４６３は、アンテナ２４４０を介して無線信号を送受信する
。無線通信インタフェース２４６３は、一般、例えばＲＦ回路２４６４を含んでもよい。
ＲＦ回路２４６４は、例えばミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ
２４４０を介して無線信号を送受信する。図２４に示すように、無線通信インタフェース
２４６３は複数のＲＦ回路２４６４を含んでもよい。例えば、複数のＲＦ回路２４６４は
複数のアンテナ素子をサポートし得る。図２４は無線通信インタフェース２４６３が複数
のＲＦ回路２４６４を含む例を示したが、無線通信インタフェース２４６３は単一のＲＦ
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回路２４６４を含んでもよい。
【０２４０】
　図２３と図２４に示すｅＮＢ２３００とｅＮＢ２４３０において、前記の基地局側／ク
ラスタヘッド側の装置に含まれる伝送機能に関するユニット例えばさまざまな情報送信ユ
ニット、受信ユニットは無線通信インタフェース２３２５及び無線通信インタフェース２
４５５及び／又は無線通信インタフェース２４６３により実現されてもよい。機能の少な
くとも一部はコントローラ２３２１とコントローラ２４５１により実現されてもよい。ま
た、前記基地局デバイス側の装置における、制御、処理機能に関するユニット、例えば制
御ユニット（リソーススケジューラ、さまざまな情報生成ユニットなど）はコントローラ
２３２１とコントローラ２４５１とにより実現されてもよい。
【０２４１】
　［５-２.ユーザー機器の応用の一例について］
　（第１の応用の一例）
　図２５は本開示の内容の技術を応用できるスマートフォン２５００の模式的な配置の一
例を示すブロック図である。スマートフォン２５００は、プロセッサ２５０１、メモリ２
５０２、記憶装置２５０３、外部接続インタフェース２５０４、撮像装置２５０６、セン
サ２５０７、マイクロフォン２５０８、入力装置２５０９、表示装置２５１０、スピーカ
２５１１、無線通信インタフェース２５１２、一つ又は複数のアンテナスイッチ２５１５
、一つ又は複数のアンテナ２５１６、バス２５１７、バッテリー２５１８、及び補助コン
トローラ２５１９を含む。
【０２４２】
　プロセッサ２５０１は例えばＣＰＵ又はＳｏＣ（System　on　Chip）であってもよく、
スマートフォン２５００のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する
。メモリ２５０２はＲＡＭとＲＯＭを含み、データと、プロセッサ２５０１により実行さ
れるプログラムを記憶する。記憶装置２５０３は記憶媒体、例えば半導体メモリ又はハー
ドディスクを含んでもよい。外部接続インタフェース２５０４は、外部装置（例えばメモ
リカード又はＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）デバイス）をスマートフォン２５００に
接続するためのインタフェースである。
【０２４３】
　撮像装置２５０６が画像センサ（例えばＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）、ＣＭＯ
Ｓ（Complementary　Metal　Oxide　Semiconductor））を含み、撮像画像を生成する。セ
ンサ２５０７は例えば、測定センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサな
どのセンサ群を含み得る。マイクロフォン２５０８はスマートフォン２５００に入力され
る音声を音声信号に変換する。入力装置２５０９は例えば表示装置２５１０のスクリーン
上のタッチを検出するように配置されるタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン
又はスイッチを含み、ユーザーから入力される操作又は情報を受信する。表示装置２５１
０はスクリーン（例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）
ディスプレイ）を含み、スマートフォン２５００の出力画像を表示する。スピーカ２５１
１はスマートフォン２５００から出力される音声信号を音声に変換する。
【０２４４】
　無線通信インタフェース２５１２はいずれかのセルラー通信方式（例えばＬＴＥ、ＬＴ
Ｅ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース２
５１２は、一般に、例えばＢＢプロセッサ２５１３とＲＦ回路２５１４とを含んでもよい
。ＢＢプロセッサ２５１３は例えば符号化／復号化、変調／復調及び多重化／逆多重化を
実行してもよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、ＲＦ回路２５１４
は例えばミキサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ２５１６を介して無線信
号を送受信する。無線通信インタフェース２５１２はＢＢプロセッサ２５１３とＲＦ回路
２５１４を集積したワンチップのモジュールであってもよい。図２５に示すように、無線
通信インタフェース２５１２は複数のＢＢプロセッサ２５１３と複数のＲＦ回路２５１４
を含んでもよい。図２５は無線通信インタフェース２５１２が複数のＢＢプロセッサ２５
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１３と複数のＲＦ回路２５１４を含む例を示したが、無線通信インタフェース２５１２は
単一のＢＢプロセッサ２５１３又は単一のＲＦ回路２５１４を含んでもよい。
【０２４５】
　また、セルラー通信方式を除き、無線通信インタフェース２５１２は他の種類の無線通
信方式、例えば近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ（Local　Area　N
etwork）方案をサポートしてもよく。この場合、無線通信インタフェース２５１２は無線
通信方式ごとのＢＢプロセッサ２５１３とＲＦ回路２５１４を含んでもよい。
【０２４６】
　アンテナスイッチ２５１５の各々は、無線通信インタフェース２５１２に含まれる複数
の回路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ２５１６の接続先を
切り替える。
【０２４７】
　アンテナ２５１６の各々は単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
に含まれる複数のアンテナ素子）を含み、無線通信インタフェース２５１２による無線信
号の送受信のために用いられる。図２５に示すように、スマートフォン２５００は複数の
アンテナ２５１６を含んでもよい。図２５はスマートフォン２５００が複数のアンテナ２
５１６を含む例を示したが、スマートフォン２５００は単一のアンテナ２５１６を含んで
もよい。
【０２４８】
　また、スマートフォン２５００は無線通信方式ごとにアンテナ２５１６を含んでもよい
。この場合、アンテナスイッチ２５１５はスマートフォン２５００の構成から省略されて
もよい。
【０２４９】
　バス２５１７は、プロセッサ２５０１、メモリ２５０２、記憶装置２５０３、外部接続
インタフェース２５０４、撮像装置２５０６、センサ２５０７、マイクロフォン２５０８
、入力装置２５０９、表示装置２５１０、スピーカ２５１１、無線通信インタフェース２
５１２及び補助コントローラ２５１９を互いに接続する。バッテリー２５１８は図中に破
線で部分的に示した支線を介して図２５に示すスマートフォン２５００の各ブロックに電
力を供給する。補助コントローラ２５１９は例えば、スリープモードにおいて、スマート
フォン２５１９の必要最低限の機能を動作させる。
【０２５０】
　図２５に示すスマートフォン２５００において，前記ユーザー機器側の装置における、
信号送受信機能に関するユニット例えば信号送受信ユニット（受信ユニット、送信ユニッ
トなど）は無線通信インタフェース２５１２により実現されてもよい。その機能の少なく
とも一部がプロセッサ２５０１又は補助コントローラ２５１９により実現されてもよい。
また、前記ユーザー機器側の装置における、制御、処理機能に関するユニット例えば制御
ユニット（リソース確定ユニット、リソース選択ユニット、復号化／復号化ユニット、情
報生成ユニットなど）はプロセッサ２５０１又は補助コントローラ２５１９により実現さ
れてもよい。
【０２５１】
　（第２の応用の一例）
　図２６は本開示の内容の技術を応用できるカーナビゲーションデバイス２６２０の模式
的な配置の一例を示すブロック図である。カーナビゲーションデバイス２６２０は、プロ
セッサ２６２１、メモリ２６２２、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）モジュール
２６２４、センサ２６２５、データインタフェース２６２６、コンテンツプレーヤ２６２
７、記憶媒体インタフェース２６２８、入力装置２６２９、表示装置２６３０、スピーカ
２６３１、無線通信インタフェース２６３３、一つ又は複数のアンテナスイッチ２６３６
、一つ又は複数のアンテナ２６３７及びバッテリー２６３８を含む。
【０２５２】
　プロセッサ２６２１は例えばＣＰＵ又はＳｏＣであってもよく、カーナビゲーションデ
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バイス２６２０のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ２６２２はＲ
ＡＭとＲＯＭを含み、データと、プロセッサ２６２１により実行されるプログラムを記憶
する。
【０２５３】
　ＧＰＳモジュール２６２４はＧＰＳ衛星から受信されるＧＰＳ信号を用いて、カーナビ
ゲーション装置２６２０の位置（例えば、緯度、経度及び高度）を測定する。センサ２６
２５は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサのセンサ群を含み得る。
データインタフェース２６２６は、図示しない端末を介して例えば、車載ネットワーク９
４１に接続され、車両側で生成されるデータ（例えば車速データ）を取得する。
【０２５４】
　コンテンツプレーヤ２６２７は記憶媒体インタフェース２６２８に挿入される記憶媒体
（例えば、ＣＤ又はＤＶＤ）に記憶されているコンテンツを再生する。入力装置２６２９
は例えば表示装置２６３０のスクリーン上のタッチを検出するように配置されるタッチセ
ンサ、ボタン又はスイッチを含み、ユーザーから入力される操作又は情報を受信する。表
示装置２６３０は例えばＬＣＤ又はＯＬＥＤディスプレイのスクリーンを含み、ナビゲー
ション機能の画像又は再生されるコンテンツを表示する。スピーカ２６３１は、ナビゲー
ション機能の音声又は再生されるコンテンツを出力する。
【０２５５】
　無線通信インタフェース２６３３はいずれかのセルラー通信方式（例えばＬＴＥ、ＬＴ
Ｅ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース２
６３３は、一般に、例えばＢＢプロセッサ２６３４とＲＦ回路２６３５とを含んでもよい
。ＢＢプロセッサ２６３４は例えば符号化／復号化、変調／復調及び多重化／逆多重化を
実行してもよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、ＲＦ回路２６３５
は例えばミキサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ２６３７を介して無線信
号を送受信する。無線通信インタフェース２６３３はＢＢプロセッサ２６３４とＲＦ回路
２６３５を集積したワンチップのモジュールであってもよい。図２６に示すように、無線
通信インタフェース２６３３は複数のＢＢプロセッサ２６３４と複数のＲＦ回路２６３５
を含んでもよい。図２６は無線通信インタフェース２６３３が複数のＢＢプロセッサ２６
３４と複数のＲＦ回路２６３５を含む例を示したが、無線通信インタフェース２６３３は
単一のＢＢプロセッサ２６３４又は単一のＲＦ回路２６３５を含んでもよい。
【０２５６】
　また、セルラー通信方式を除き、無線通信インタフェース２６３３は他の種類の無線通
信方式、例えば、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ方式をサポート
してもよい。この場合、無線通信方式ごと，無線通信インタフェース２６３３はＢＢプロ
セッサ２６３４とＲＦ回路２６３５を含んでもよい。
【０２５７】
　アンテナスイッチ２６３６の各々は、無線通信インタフェース２６３３に含まれる複数
の回路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ２６３７の接続先を
切り替える。
【０２５８】
　アンテナ２６３７中の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアン
テナに含まれる複数のアンテナ素子）を含み、無線通信インタフェース２６３３による無
線信号の送受信のために用いられる。図２６に示すように、カーナビゲーションデバイス
２６２０は複数のアンテナ２６３７を含んでもよい。図２６はカーナビゲーションデバイ
ス２６２０が複数のアンテナ２６３７を含む例を示したが、カーナビゲーションデバイス
２６２０は単一のアンテナ２６３７を含んでもよい。
【０２５９】
　また、カーナビゲーションデバイス２６２０は無線通信方式ごとにアンテナ２６３７を
含んでもよい。この場合、アンテナスイッチ２６３６はカーナビゲーションデバイス２６
２０の構成から省略されてもよい。
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【０２６０】
　バッテリー２６３８は、図中に破線で部分的に示した支線を介して、図２６に示したカ
ーナビゲーション装置２６２０の各ブロックに電力を供給する。また、バッテリー２６３
８は、車両側から給電される電力を蓄積する。
【０２６１】
　図２６に示すカーナビゲーションデバイス２６２０において、前記ユーザー機器側の装
置に含まれる、信号送受信機能に関するユニット例えば信号送受信ユニット（受信ユニッ
ト、送信ユニットなど）は無線通信インタフェース２６３３により実現されてもよい。そ
の機能の少なくとも一部はプロセッサ２６２１により実現されてもよい。また、前記ユー
ザー機器側の装置における、制御、処理機能に関するユニット例えば制御ユニット（リソ
ース確定ユニット、リソース選択ユニット、符号化／復号化ユニット、情報生成ユニット
など）がプロセッサ２６２１により実現されてもよい。
【０２６２】
　本開示の内容の技術は、カーナビゲーション装置２６２０と、車載ネットワーク２６４
１と、車両モジュール２６４２との１つ又は複数のブロックを含む車載システム（又は車
両）２６４０として実現されてもよい。車両モジュール２６４２は車両データ（例えば車
速、エンジン回転数、故障情報）を生成し、生成したデータを車載ネットワーク２６４１
に出力する。
【０２６３】
　図面を参考して本開示の好適な実施例を記述したが、本開示はもちろん以上の例に限定
されない。当業者は特許請求の範囲において、各種の変更、修正を得ることができ、これ
らの変更、修正はもちろん本発明の保護範囲に入ることは理解される。
【０２６４】
　例えば、以上の実施例において一つのユニットに含まれる複数の機能は、分ける装置に
より実現されえる。代わりに、以上の実施例において複数のユニットにより実現される複
数のユニットはそれぞれ分ける装置により実現され得る。また、以上の一つは複数のユニ
ットにより実現されてもよい。このような構成は本開示の技術的範囲に含まれることは言
うまでもない。
【０２６５】
　当該明細書において、フローチャートに記述されるステップは、前記順序で時間順に従
って実行される処理を含むだけではなく、必ず時間順に従う必要がせず並行又は独立に実
行される処理を含む。従って、時間シーケンスに従って処理するステップにおいて、当該
順序を適宜に変更することは言うまでもない。
【０２６６】
　また、本開示は以下のように配置する。
　１.無線通信システムにおける装置であって、
　Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回数に関す
る情報を示す再送回数関連情報を含む、Ｄ２Ｄ通信を行うためのユーザー機器の配置情報
を生成するように配置される配置情報生成ユニットと、
　生成された配置情報を、Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器に伝送する伝送ユニットとを含
む装置。
【０２６７】
　２.前記装置は、前記配置情報をシステム情報ブロックに含ませるように配置されるシ
ステム情報生成ユニットをさらに含み、
　前記伝送ユニットは、前記システム情報ブロックをＤ２Ｄ通信を行うユーザー機器に送
信するように配置される付記１に記載の装置。
【０２６８】
　３.Ｄ２Ｄ通信を行うためのユーザー機器の信号伝送に用いられる伝送リソースを割り
当てるように配置されるリソーススケジューラをさらに含み、
　前記伝送ユニットは、さらに、前記伝送リソースの指示情報を、Ｄ２Ｄ通信を行う伝送
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側ユーザー機器に送信するように配置され、
　前記伝送リソースは、Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器の信号が初回伝送するための初送
リソースを含む付記１又は２に記載の装置。
【０２６９】
　４.前記伝送リソースの指示情報を含むダウンリンク制御情報又はランダムアクセス応
答情報を生成するように配置されるリソース割り当て情報生成ユニットをさらに含み、
　前記伝送ユニットは、さらに、相応するチャネルを介して前記ダウンリンク制御情報又
はランダムアクセス応答情報を、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行う伝送側ユーザ
ー機器に送信してＤ２Ｄ通信に用いられる前記伝送リソースを指示するように配置され、
　前記リソース割り当て情報生成ユニットが前記初送リソースの指示情報を前記ダウンリ
ンク制御情報又はランダムアクセス応答情報に含ませる付記３に記載の装置。
【０２７０】
　５.前記伝送リソースの指示情報はダウンリンク制御情報フォーマット０にロードされ
るアップリンクスケジューリンググラント情報に対応する付記４に記載の装置。
【０２７１】
　６.前記リソーススケジューラがアップリンクチャネルのうち周波数が物理アップリン
ク制御チャンネルに最も近いリソースをＤ２Ｄ通信を行うユーザー機器に前記伝送リソー
スとして割り当てる付記３～５のいずれか一項に記載の装置。
【０２７２】
　７.前記リソーススケジューラが割り当てる伝送リソースは、Ｄ２Ｄ通信を行うユーザ
ー機器の信号再送に用いられる再送リソースをさらに含み、
　各前記再送リソースと前回の伝送リソースとの間の周波数スパンが予定条件を満足する
付記３に記載の装置。
【０２７３】
　８.前記リソーススケジューラがＤ２Ｄ通信を行うユーザー機器から基地局までの距離
に応じてＤ２Ｄ通信に用いられる前記伝送リソースと物理アップリンク制御チャンネルと
の近接程度を確定する付記６に記載の装置。
【０２７４】
　９.前記システム情報生成ユニットは、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信における信
号伝送に用いられるリソースプールの配置情報を前記システム情報ブロックにさらに含ま
せる付記２に記載の装置。
【０２７５】
　１０.前記配置情報生成ユニットは、さらに、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信にお
ける信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示する再送周波数ホッピング
指示識別子を、前記配置情報に含ませるように配置され、
　周波数ホッピング技術を応用する場合に、信号再送に用いられる、各再送リソースと前
回の伝送リソースとは少なくとも周波数が異なる付記１又は２に記載の装置。
【０２７６】
　１１.前記リソーススケジューラは、さらに、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信にお
ける信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを確定してＤ２Ｄ通信を行うユー
ザー機器に前記伝送リソースを割り当てるように配置され、
　前記伝送ユニットは、さらに、周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示する再送
周波数ホッピング指示識別子を含む前記伝送リソースの指示情報を、Ｄ２Ｄ通信を行う伝
送側ユーザー機器に送信するように配置され、
　周波数ホッピング技術を応用する場合に、信号再送に用いられる各再送リソースと前回
の伝送リソースとは少なくとも周波数が異なる付記３～８のいずれか一項に記載の装置。
【０２７７】
　１２.Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行う各ユーザー機器が所在しているセルの
セル帯域配置情報を取得して、
　前記伝送リソースを、前記各ユーザー機器に対して統一されたインデックスで示すよう
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に配置されるセル帯域配置情報取得ユニットをさらに含む付記３に記載の装置。
【０２７８】
　１３.各ユーザー機器に用いられる前記リソースプールの配置情報は同じである付記９
に記載の装置。
【０２７９】
　１４.前記再送回数関連情報の配置は全てのユーザー機器において同じである付記２～
１３のいずれか一項に装置。
【０２８０】
　１５.前記Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信の信号伝送にはデバイス－デバイス間デ
ータ伝送、スケジューリング割り当て情報伝送、及び発見信号伝送の少なくとも一つを含
む付記２～１３のいずれか一項に装置。
【０２８１】
　１６.前記伝送ユニットは、さらに、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信における発見
信号に用いられる、Ｄ２Ｄ通信を行うユーザー機器が発見信号を伝送するための発見周期
の情報をＤ２Ｄ通信を行うユーザー機器に伝送するように配置される付記１又は２に記載
の装置。
【０２８２】
　１７.リソース割り当て方式に応じて前記発見信号の伝送に用いられる時間周波数リソ
ース割り当て方案を選択するように配置される時間周波数リソース割り当て方案選択ユニ
ットをさらに含み、
　前記伝送ユニットが前記時間周波数リソース割り当て方案をＤ２Ｄ（Device　to　Devi
ce）通信を行うユーザー機器に伝送する付記１６に記載の装置。
【０２８３】
　１８.Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行う複数のユーザー機器が、前記発見信号
に用いられる伝送リソースプールを共用し、
　前記配置情報は、前記発見信号に用いられる伝送リソースプールの情報をさらに含み、
　前記配置情報は、システム情報ブロックに含まれてブロードキャストされて、前記Ｄ２
Ｄ（Device　to　Device）通信を行う複数のユーザー機器に提供する付記１６又は１７に
記載の装置。
【０２８４】
　１９.前記装置は、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うことを要求するユーザー
機器に応じて、前記発見信号に用いられる伝送リソースプールを互いに直交するサブリソ
ースプールに区分するとともに、前記複数のサブリソースプールのそれぞれをＤ２Ｄ通信
を行うことを要求するユーザー機器に割り当て、
　前記伝送ユニットは専用のシグナリングにより前記サブリソースプールの配置情報及び
発見周期の配置情報を、要求するユーザー機器に伝送するように配置される付記１６又は
１７に記載の装置。
【０２８５】
　２０.前記装置はＤ２Ｄ（Device　to　Device）通信に参加するユーザー機器であり、
　前記伝送ユニットは、さらに、前記配置情報をスケジューリング割り当て情報に含ませ
て前記装置とＤ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行う相手ユーザー機器に前記再送回数
関連情報を通知するように配置される付記１に記載の装置。
【０２８６】
　２１.記再送回数関連情報の配置は各ユーザー機器において異なる付記２０に記載の装
置。
【０２８７】
　２２.　無線通信システムにおけるユーザー機器側の装置であって、
　前記装置は、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間の信号伝送の回
数に関する情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を受信するように配置される信号
送受信ユニットと、
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　受信された再送回数関連情報に応じて、前記信号送受信ユニットを制御して相手ユーザ
ー機器へ信号を繰り返して伝送するように配置される制御ユニットとを含む。
【０２８８】
　２３.受信された配置情報には発見周期の配置情報をさらに含み、
　前記制御ユニットが、前記発見周期の配置情報及び前記再送回数関連情報に応じて、前
記信号送受信ユニットを制御して発見信号を繰り返して伝送し、
　前記発見周期は、デバイス－デバイス間を行うユーザー機器が発見信号を伝送すること
に用いられる付記２２に記載の装置。
【０２８９】
　２４.前記信号送受信ユニットは、さらに、割り当てられた、前記相手ユーザー機器と
Ｄ２Ｄ通信を行うための伝送リソースの指示情報を受信するように配置され、
　前記伝送リソースの指示情報は、信号の初回伝送に用いられる初送リソースを指示する
初送リソース指示を含み、
　前記制御ユニットは、さらに、前記伝送リソースの指示情報に応じて、前記信号送受信
ユニットを制御して相応伝送リソースを利用して前記相手ユーザー機器へ信号を伝送する
ように配置される付記２２に記載の装置。
【０２９０】
　２５.前記伝送リソースの指示情報には信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか
否かを指示する再送周波数ホッピング指示識別子をさらに含み、
　前記制御ユニットが前記再送周波数ホッピング指示識別子と前記初送リソース指示とに
基づいて信号再送のための再送リソースを確定し、前記相手ユーザー機器に用いられるス
ケジューリング割り当て情報を生成して前記信号送受信ユニットに送信し、
　前記スケジューリング割り当て情報は、前記相手ユーザー機器が前記初送リソースと前
記再送リソースとを確定するために用いられるように、少なくとも、初送リソース指示及
び前記再送周波数ホッピング指示識別子を含み、
　前記再送周波数ホッピング指示識別子が再送に周波数ホッピング技術を応用する場合に
、各前記再送リソースと前回伝送リソースとは少なくとも周波数が異なる付記２４に記載
の装置。
【０２９１】
　２６.前記制御ユニットが、前記相手ユーザー機器への信号再送に周波数ホッピング技
術を応用するか否かを確定し、前記初送リソース指示に基づいて信号再送に用いられる再
送リソースを確定し、前記相手ユーザー機器に用いられるスケジューリング割り当て情報
を生成して前記信号送受信ユニットに送信し、
　信号再送に周波数ホッピング技術を応用すると確定された場合に、各前記再送リソース
と前回伝送リソースとは少なくとも周波数が異なる付記２４に記載の装置。
【０２９２】
　２７.前記制御ユニットが再送周波数ホッピング指示識別子をさらに生成して前記相手
ユーザー機器への信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示し、
　前記スケジューリング割り当て情報は、前記相手ユーザー機器が前記初送リソースと前
記再送リソースとを確定するために用いられるように、少なくとも前記初送リソース指示
及び前記再送周波数ホッピング指示識別子を含む付記２６に記載の装置。
【０２９３】
　２８.前記制御ユニットは、前記初送リソース指示をアップリンク伝送帯域のうちＤ２
Ｄ（Device　to　Device）通信のための領域にマッピングするように配置され、マッピン
グされた後の初送リソースに対応する周波数が物理アップリンク制御チャンネルに近い付
記２４に記載の装置。
【０２９４】
　２９.前記伝送リソースの指示情報には、信号再送のための再送リソースを指示する再
送リソース指示をさらに含む付記２４に記載の装置。
【０２９５】
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　３０.前記配置情報にはＤ２Ｄ（Device　to　Device）通信におけるデータ信号伝送の
ためのデータ信号リソースプールの配置情報をさらに含み、
　前記制御ユニットが前記データ信号リソースプールから前記相手ユーザー機器とデータ
信号伝送を行うためのデータ信号伝送リソースを選択し、前記制御ユニットが前記データ
信号伝送リソースに関する情報を含むスケジューリング割り当て情報をさらに生成して前
記信号送受信ユニットに前記相手ユーザー機器に送信し、前記データ信号伝送リソースに
関する情報がデータ信号の初回伝送に用いられる初送リソースを指示する初送リソース指
示を含む付記２２に記載の装置。
【０２９６】
　３１.前記配置情報には、信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示す
る再送周波数ホッピング指示識別子をさらに含み、前記制御ユニットは前記再送周波数ホ
ッピング指示識別子と前記初送リソース指示に基づいて信号再送に用いられる再送リソー
スを確定し、前記相手ユーザー機器に用いられるスケジューリング割り当て情報を生成し
て前記信号送受信ユニットに送信し、
　前記スケジューリング割り当て情報は、前記相手ユーザー機器が前記初送リソースと前
記再送リソースとを確定するために用いられるように、少なくとも前記初送リソース指示
を含み、
　前記再送周波数ホッピング指示識別子が周波数ホッピング技術を応用するように指示す
る場合に、各前記再送リソースと前回伝送リソースとは少なくとも周波数が異なる付記３
０に記載の装置。
【０２９７】
　３２.前記制御ユニットは、相手ユーザー機器への信号再送に周波数ホッピング技術を
応用するか否かを確定し、前記初送リソース指示に基づいて信号再送のための再送リソー
スを確定し、前記相手ユーザー機器のためのスケジューリング割り当て情報を生成して前
記信号送受信ユニットに送信し、
　前記信号再送に周波数ホッピング技術を応用すると確定された場合に、各前記再送リソ
ースと前回伝送リソースとは少なくとも周波数が異なる付記３０に記載の装置。
【０２９８】
　３３.前記制御ユニットは、再送に周波数ホッピング技術を応用するか否か、前記初送
リソース指示、及び予定のジャンプ関数に基づいて前記再送リソースを確定する付記２５
、２６、３１又は３２のいずれか一項に記載の装置。
【０２９９】
　３４.前記予定のジャンプ関数は、各前記再送リソースと前回伝送リソースとの間に跨
る帯域幅を決定する周波数ホッピングパラメータを含み、
　前記周波数ホッピングパラメータが前記装置により決定され、
　前記スケジューリング割り当て情報は、前記相手ユーザー機器に前記再送リソースを確
定させるように、前記周波数ホッピングパラメータを含む付記３３に記載の装置。
【０３００】
　３５.前記制御ユニットが再送周波数ホッピング指示識別子をさらに生成して相手ユー
ザー機器への信号再送に周波数ホッピング技術を応用するか否かを指示し、
　前記スケジューリング割り当て情報は、前記相手ユーザー機器が前記初送リソースと前
記再送リソースとを確定するために用いられるように、少なくとも前記初送リソース指示
及び前記再送周波数ホッピング指示識別子を含む付記３３又は３４に記載の装置。
【０３０１】
　３６.再送に周波数ホッピング技術を応用すると確定された場合に、前記制御ユニット
が前記データ信号リソースプールから周波数が連続している再送回数だけのリソースブロ
ックを選択して前記相手ユーザー機器に複数回伝送するために用いられる付記３１又は３
２に記載の装置。
【０３０２】
　３７.前記信号送受信ユニットは、さらに、相手ユーザー機器が所在しているセルのセ
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ル帯域配置情報を受信するように配置され、
　前記制御ユニットは、さらに、受信されたセル帯域配置情報に応じて、前記初送リソー
スを最も小さいセル帯域の配置情報に対応する物理アップリンク共有チャネルにおいてマ
ッピングするとともに、前記最も小さいセル帯域に基づいて信号再送に用いられる再送リ
ソースを確定し、各前記再送リソースと前回の伝送リソースとの間の周波数スパンが予定
の閾値よりも大きくかつ前記最も小さいセル帯域よりも小さい付記２４に記載の装置。
【０３０３】
３８.前記信号送受信ユニットは、さらに、基地局からＤ２Ｄ（Device　to　Device）通
信における発見信号伝送のための時間周波数リソース割り当て方案を受信するように配置
され、
　前記制御ユニットは、さらに、受信された時間周波数リソース割り当て方案に応じて、
前記信号送受信ユニットを制御して前記発見信号を繰り返して伝送する付記２３に記載の
装置。
【０３０４】
　３９.前記信号送受信ユニットは、発見信号リソースプールを含むブロードキャスト情
報をさらに受信し、
　前記制御ユニットは、前記発見信号リソースプールから前記発見信号の初回伝送のため
の初送リソースをランダムに選択し、予定のジャンプ関数に基づいて前記発見周期内にお
いて時間領域及び周波数領域が前回の伝送リソースとそれぞれ異なる再送回数だけの再送
リソースを周期的に選択する付記２３又は３８に記載の装置。
【０３０５】
　４０.受信される配置情報には、発見信号サブリソースプールの配置情報をさらに含み
、前記信号送受信ユニットが専用のシグナリングにより前記配置情報を受信し、前記制御
ユニットは、前記発見信号サブリソースプールから前記発見信号のための初送リソースを
ランダムに選択し、予定のジャンプ関数に基づいて前記発見周期内において時間領域及び
周波数領域が前回の伝送リソースとそれぞれ異なる再送回数だけの再送リソースを周期的
に選択し、前記発見信号サブリソースプールは、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行
う全てのユーザー機器が共用する発見信号リソースプールのサブセットである付記２３又
は３８に記載の装置。
【０３０６】
　４１.前記制御ユニットは、さらに、前記信号送受信ユニットを制御して予め配置され
たスケジューリング割り当て情報リソースにおいて前記再送回数関連情報に応じて前記相
手ユーザー機器へスケジューリング割り当て情報を繰り返して伝送するように配置される
付記２２に記載の装置。
【０３０７】
　４２.　無線通信システムにおけるユーザー機器側の装置であって、
　前記装置は、Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再
送回数に関する情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を受信するように配置される
信号送受信ユニットと、
　受信された再送回数関連情報に応じて前記信号送受信ユニットを制御して相手ユーザー
機器から伝送する全ての信号を受信するように配置される制御ユニットとを含む。
【０３０８】
　４３.受信される配置情報には発見信号リソースプール及び発見周期の情報をさらに含
み、前記制御ユニットは前記発見信号リソースプール、前記発見周期及び前記再送回数関
連情報に応じて前記信号送受信ユニットを制御して発見信号を受信し、前記発見周期はＤ
２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器が発見信号を伝送するために用いら
れる付記４２に記載の装置。
【０３０９】
　４４.前記信号送受信ユニットは前記発見周期内において前記発見信号リソースプール
に対応する周波数領域範囲をモニタリングし、初めて前記相手ユーザー機器の発見信号を
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受信した場合に、前記制御ユニットは予定のジャンプ関数と、当該発見信号が存在する時
間周波数リソースとに基づいて、再送のための発見信号の時間周波数リソースを確定する
付記４３に記載の装置。
【０３１０】
　４５.前記制御ユニットは、受信された前記相手ユーザー機器の全ての発見信号を統合
復号化して前記発見信号に含まれる情報を取得する付記４３に記載の装置。
【０３１１】
　４６.前記制御ユニットは、さらに、前記信号送受信ユニットを制御して、予め配置さ
れたスケジューリング割り当て情報リソースにおいて前記再送回数関連情報に応じて前記
相手ユーザー機器からの全てのスケジューリング割り当て情報を受信するように配置され
る付記４２に記載の装置。
【０３１２】
　４７.前記制御ユニットは前記スケジューリング割り当て情報に基づいてデータ信号に
用いられる初送リソースと再送リソースとを確定し、
　前記制御ユニットは、さらに取得されたデータ信号に用いられる初送リソースと再送リ
ソースとに応じて、前記信号送受信ユニットを制御して相手ユーザー機器から伝送する全
てのデータ信号を受信する４６に記載の装置。
【０３１３】
　４８.前記制御ユニットは、前記スケジューリング割り当て情報及び予定のジャンプ関
数に基づいて毎回のデータ信号伝送に用いられる伝送リソースを確定するとともに、前記
信号送受信ユニットを制御して相応する伝送リソースにおいて前記相手ユーザー機器から
のデータ信号を受信し、前記制御ユニットは前記信号送受信ユニットが受信した全てのデ
ータ信号を統合復号化して前記相手ユーザー機器からのデータを取得する付記４７に記載
の装置。
【０３１４】
　４９.　無線通信システムにおける方法であって、
　Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回数に関す
る情報を示す再送回数関連情報を含むＤ２Ｄ通信を行うためのユーザー機器の配置情報を
生成するための配置情報生成ステップと、
　生成された配置情報をＤ２Ｄ通信を行うユーザー機器に伝送するための伝送ステップと
を含む。
【０３１５】
　５０.無線通信システムにおける方法であって、
　Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間信号伝送の再送回数に関する
情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を受信するための信号送受信ステップと、
　受信された再送回数関連情報に応じて、前記信号送受信ステップで相手ユーザー機器へ
信号を繰り返して伝送するように制御するための制御ステップとを含む。
【０３１６】
　５１.無線通信システムにおける方法であって、
　Ｄ２Ｄ（Device　to　Device）通信を行うユーザー機器間の信号伝送の再送回数に関す
る情報を示す再送回数関連情報を含む配置情報を受信するための信号送受信ステップと、
　受信された再送回数関連情報に応じて前記信号送受信ステップで相手ユーザー機器から
伝送される全ての信号を受信するように制御する制御ステップとを含む。
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